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第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定にあたって 

 

 

わが国の高齢化は急速に進んでおり，平成 22 年

の国勢調査によりますと総人口に占める 65 歳以上

高齢者の割合は，23.0％に達しております。指宿市

においては，平成 26 年度当初で 33.％を超え，全国

水準より高く，実に３人のうち１人が高齢者という

超高齢社会を迎えております。また，要介護・ 要支

援認定者数も今後も増え続けることが予想されてい

ます。 

平成 12 年度にスタートした介護保険制度は，支 

援を必要とする高齢者を社会で支える仕組みとして 

着実に定着してまいりました。しかし，今後のさらなる高齢化の進行に伴う介護給付

費の増大や認知症高齢者対策など，さまざなな課題に対応した新たな対策が求められ

ております。そのため，国においては，2025 年（平成 37 年）を目途に，高齢者の尊

厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，地域の包括的な支援・サービス

が一体的に提供される体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 

こうした状況の中，本市においても，第５期計画の実施状況を踏まえて，本市の特

性である温暖な気候や温泉，健康産業都市や保養観光都市としてのさまざまな資源を

活かしながら，医療，介護，介護予防，住まい及び自立した日常生活の支援が包括的

に確保される，本市にあった地域包括ケアシステムの構築を目指して，「第６期高齢者

福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしました。 

高齢者一人ひとりが生涯にわたり健康で生きがいをもって楽しく生活できるよう，

そして高齢者が介護を要する状態になっても，必要に応じてサービスを利用しながら

家庭や地域の中で自立した生活が送れるよう，高齢者福祉施策の推進や介護保険事業

の円滑な運営を図ってまいります。 

最後になりましたが，本計画の策定にあたり，貴重なご意見やご提案を賜りました

策定委員会の委員の皆様をはじめ，関係各位に厚くお礼を申し上げます。 

今後とも高齢者福祉施策の推進及び介護保険事業計画の遂行にあたり，市民の皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げます｡ 

 

平成２７年３月 

指宿市長 豊留 悦男 
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第１章 計画策定の基本的な考え方 

 

第１節 計画策定の基本的事項 

 

１ 計画策定の背景 

急速な少子高齢化が進む中，平成 37 年（2025 年）には，わが国の国民の中で最

も構成人数の多い「団塊の世代」が後期高齢者（75 歳以上）とされる時期にさしか

かることとなり，今後一層の高齢化が進行することが予想されます。本市において

も，平成 26 年９月末時点で高齢化率が 33％を超えており，国の平均を大きく上回

っています。また，高齢者人口の増加に伴い，要介護・要支援認定者数や介護給付

費も増加しており，高齢者福祉の増進と，介護保険制度の安定運営のためには，新

たな発想での施策展開が求められています。 
 

「第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（平成 24 年度から平成 26 年度）

においては，地域包括支援センター1の体制強化や地域密着型サービス2の事業所整

備等に取り組み，地域包括ケアシステム3の構築という課題に対する第一歩を踏み出

しました。しかし，認知症高齢者への対応，医療と介護の連携，介護予防の推進な

ど，対応すべき課題は残されています。 
 

このような中で，国においては，団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え，

平成 27 年度の介護保険制度の改正に向けて，地域包括ケアシステムの構築と介護

保険制度の持続可能性の確保を基本的な考え方に掲げ，地域支援事業の充実，給付

の重点化，費用負担の公平化など，実現に向けた方策を示しています。また，平成

26 年６月，「医療介護総合確保推進法」（「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」）が施行されるなど，医療と介

護の連携の推進や地域支援事業の充実等に向けて，在宅で医療と介護のサービスを

受けられる環境整備が進められてきています。 

 

                                      
1地域包括支援センター：地域包括支援センターとは，2005 年の介護保険法の一部改正に伴い設置された機関で，

地域支援の総合相談，介護予防マネジメント，高齢者虐待への対応など，包括的・継続的マネジメントを担

う拠点として市町村が主体となり創設するもの。 
2地域密着型サービス：高齢者が中重度の要介護状態になっても，可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を

継続できるよう，身近な市町村で提供されるサービス。 
3地域包括ケアシステム：高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，住宅が提供され

ることを基本とした上で，医療，介護，予防，生活支援サービスを継ぎ目なく連続的かつ包括的に日常生活

圏域で提供をしていくという考え方。また，地域包括ケアシステムとは，その地域包括ケアが提供される体

制をいう。 
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▲ 

2025（平成 37）年 
団塊の世代

が 75 歳に 

▲ 

2015（平成 27）年 
団塊の世代

が 65 歳に 

これまで，本市においては，高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常

生活を営むことができるよう，第 5 期までの計画において，様々な施策に取り組む

とともに，総合的な施策展開を図ってきました。 
 

第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画では，限りある経営資源を有効活用し，

これまでの成果や課題，新たな国の動向を踏まえ，医療，介護，介護予防，住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される，本市にあった地域包括ケアシ

ステムの構築を目指します。 

 

 

２ 計画の位置づけ及び計画期間 

 

(1) 計画の位置づけ 

この計画は，本市の高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するととも

に，介護保険事業の円滑な実施を図り，2025 年を見据え，第６期以降の各計画

期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築していくことを目指します。 

第６期計画においては，第５期から開始している取り組みを発展させ，それら

の取り組みを本格化していく計画とし，平成 27 年度から３年間の施策展開の考

え方や方策，施策の目標及び介護サービス量等の見込みを定めます。 

なお，本計画策定後に，社会状況の変化等に伴い計画の見直し等が生じた場合

には，必要な改定等を行うものとします。 

 

(2) 計画期間 

高齢者福祉計画は，老人福祉法第 20 条の 8 に基づく老人居宅生活支援事業及

び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画として策定します。 

介護保険事業計画は，介護保険法第 117 条に基づく本市の介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施に関する計画として策定します。 

 

平成 

24年度～26年度 

平成 

27年度～29年度 

平成 

30年度～32年度 

平成 

33年度～35年度 

平成 

36年度～38年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 期計画 第 9 期計画 第 8 期計画 第 7 期計画 
第 6 期計画 

2025（平成 37）年を見据えた計画の策定 
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(3) 上位計画・関連計画との関係 

本計画は，将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について，基本的な

指針を定めた最上位計画である「指宿市総合振興計画」との整合性を図った上で

策定します。 

また，高齢者福祉施策に関連する他の計画との調和を保ちながら本計画の策定

を行います。 

 

 

３ 計画の策定及び進行管理の体制 

 

(1) 計画策定の体制 
 

① 計画策定委員会等の設置 

高齢者福祉事業及び介護保険事業は，幅広い関係者の参画により，本市の特

性に応じた事業展開が期待されるため，本計画策定にあたっては，行政機関内

部だけでなく，学識経験者，被保険者（地域住民）代表，本市の高齢者保健福

祉分野に関わる団体・事業者で構成する「指宿市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画策定委員会」を設置します。 
 

② 行政機関内部における計画策定体制の整備 

本計画は，高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営主管課である長寿介護課

を中心に，福祉担当課，保健予防担当課及び保険料担当課等により構成した「庁

内検討部会」を設置し，保健・福祉・介護・医療の綿密な連携を図りながら策

定します。 

 

(2) 計画策定の経緯 

計画の策定にあたっては，市民の皆様のご意見を反映させるために，次の取り

組みを行っています。 
 

① 実態調査の実施 

調査基準日：平成 25 年 10 月 1 日 

調査の種類： 

・一般高齢者調査 

平成 25 年 10 月 1 日現在で介護保険の被保険者であり，65 歳以上の者。 

・若年者調査 

平成 25 年 10 月 1 日現在で 40～64 歳である者かつ住所を有している者。 

・在宅要介護（要支援）者調査 

平成 25 年 10 月 1 日現在で介護保険の被保険者であり，介護保険施設入所

者を除く要介護（要支援）者。 
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調査種別 調査件数 回収件数 回収率 

一般高齢者調査 500 件 476 件 95.2％ 

若年者調査 500 件 485 件 97.0％ 

在宅要介護（要支援）者調査 475 件 434 件 91.4％ 

 

 

② 計画策定委員会の開催 

 期  日 議  題 

第１回 平成 26 年 

8 月 19 日 

・委員の辞令交付及び会長・副会長の選任 

・計画策定の概要及び策定スケジュール 

・高齢者実態調査の結果報告 

・第５期計画の進捗状況 等 

第２回 平成 26 年 

10 月 21 日 

・第６期計画の方向性及び計画の骨子について 

・介護保険事業実績データに基づく将来推計及 

び全国データとの比較について 等 

第３回 平成 26 年 

12 月 9 日 

・第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

（素案）について 等 

第４回 平成 27 年 

2 月 3 日 

・第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

（最終案）について 等 

 

 

(3) 計画の進行管理及び点検 

本計画を着実に推進していくため，関係各課及び関係機関がそれぞれの担当す

る施策の進捗状況を把握・点検します。また，施策の進捗状況の点検結果等の評

価を行うとともに，サービスの必要量や供給量，質等について，適宜サービス事

業者に対して調査を行うなど，現状把握に努めます。 
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第２節 計画の基本理念と基本目標 

 

１ 計画の基本理念 

 

本計画においては，本格的な長寿社会に対応するために，本市の特性である温暖

な気候や温泉，健康産業都市や保養観光都市としてのさまざまな施設と条件を活か

しながら，高齢者が生涯にわたって健康でいきいきと自立して暮らすことができる

よう，第５期計画に引き続き，高齢者に関わる福祉施策及び介護保険事業施策を総

合的に推進するため，次の基本理念を定めます。 

 

 

 

基本理念 

高齢者一人ひとりが生涯にわたり健康で生きがいをもって楽しく生活

できるよう，市全体で取り組んでいる「健幸のまちづくり」を推進する

中で，「高齢者の社会参加の意欲向上」，「健康の保持・増進に対

する意欲向上」，そして高齢者が介護を要する状態になっても，必要

に応じてサービスを利用しながら家庭や地域の中で自立した生活が送

れるよう，「地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 
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高齢者が地域の一員として社会参加し，元気をつなぐまちづくり 

高齢者の自立した生活を支える基盤づくり 

 

地域みんな支え合い，心のふれあうまちづくり 

 

２ 計画の基本目標 

 

基本目標① 予防の視点  

 
 
明るく活力ある高齢社会とするためには，高齢者の多様な価値観が尊重され，意

欲や能力に応じて自己実現を図り，主体的に生活できる環境を整備することが大切

です。高齢者が社会貢献を意識しながら，生きがいのある生活を送り，地域社会の

一員として元気に参加できるまちづくりに努めます。 

また，健康づくりから介護予防までの一貫した取組みをさらに推進するとともに，

元気な高齢者が新たな介護予防・日常生活支援総合事業の担い手となるような仕組

みづくりを推進します。 

 

基本目標② 介護の視点 

 
 
その人らしい暮らしとは，それまで築いてきた人間関係や地域との関係が断ち切

られることなく，住み慣れた地域で安心した生活を続けられることです。 

要介護（要支援）状態や認知症になっても，できる限り住み慣れた地域や家庭で自

立した生活を継続でき，安心して暮らし続けることのできる地域社会の実現を目指し

ます。 

また，経済的理由などにより保険料の負担や介護サービスの利用が困難な方に対

する適切な対策を実施します。 

 

基本目標③ 地域ケアの視点 

 
 
地域における高齢者のさまざまな福祉課題や生活課題の解決に向けて，保健・医

療・福祉などの分野の地域資源を幅広く活用するとともに，社会福祉協議会4をはじ

めとする関係団体や地域住民，コミュニティ組織，ボランティア，その他の地域で

の自主的な活動に期待し，これらの活動が発展するように支援します。 

また，要介護（要支援）状態や認知症になっても，住み慣れた地域で暮らし続ける

ために，医療と介護が連携して在宅介護を支えるシステムや認知症に対して適切に

早期対応ができる支援システムの構築を図ります。 

                                      
4社会福祉協議会：社会福祉法に基づき設置された福祉団体で，市町村にひとつずつ常設されている公共性の高い

民間福祉団体。 
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第３節 日常生活圏域の設定 

 

１ 日常生活圏域の考え方 

日常生活圏域については，地理的条件，人口，交通事情その他の社会的条件，介

護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況，その他の条件を総合的に

勘案して，各市町村の高齢化のピーク時までに，目指すべき地域包括ケアシステム

を構築することを念頭において定めることとされています。 

そこで，介護が必要となっても住み慣れた地域での生活を継続するためには，福

祉施設や医療機関などの施設整備や介護保険サービスを充実させることはもとより，

住みやすい「住まい」や他の公共施設，交通機関，そして，これらの地域資源をつ

なぐ人的ネットワークが重要となります。このような地域資源を高齢者の生活する

範囲内で有機的に連携させ，地域ケアの充実を図っていきます。 

 

２ 日常生活圏域の設定 

介護が必要となっても住み慣れた地域において生活を継続することができるよう，

市内を２つの「日常生活圏域」に分け，その圏域ごとに地域密着型サービスのサービ

ス量を見込むとともに，公的介護施設等のバランスのとれた整備を推進します。 

 

各圏域の概況 

 面積 人口 高齢者数 高齢化率 認定者数 

圏域１ 指宿地域 78.38 ㎢ 28,325 人 8,670 人 30.61％ 1,649 人 

圏域２ 山川・開聞地域 70.63 ㎢ 15,179 人 5,823 人 38.36％ 1,186 人 

計 149.01 ㎢ 43,504 人 14,493 人 33.31％ 2,835 人 

※人口，高齢者数は平成 26 年９月末現在。 

※認定者数（第１号被保険者）は平成 26 年３月末現在（住所地特例の認定者を除く）。 

 

各圏域の地域密着型サービスの整備状況 

 認知症対応型 

共同生活介護 

特定施設入居者 

生活介護 

小規模多機能型 

居宅介護 

老人福祉施設 

入所者生活介護 

箇所数 定員 箇所数 定員 箇所数 定員 箇所数 定員 

圏域１ 指宿地域 7 81 0 0 2 50 2 48 

圏域２ 山川・開聞地域 5 63 1 29 1 25 1 20 

計 12 144 1 29 3 75 ３ 68 

※箇所数・定員は平成 26 年度中の整備予定を含む 
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各圏域と地域密着型サービス事業所の配置 

 ● グループホーム 

① 
指宿みどり館 

指宿市東方 7521番地 3 

② 
グループホームほほえみ 

指宿市東方 314番地 1 

③ 
千寿園ケアホーム 

指宿市十町 2523番地 1 

④ 
グループホームえがお 

指宿市十町 2392番地 2 

⑤ 
グループホーム サンテ・ヴィラージュ 

指宿市東方 8110番地 1 

⑥ 
グループホーム遊花里 

指宿市山川岡児ヶ水 1211番地 

⑦ 
グループホームかいもん 

指宿市開聞十町 1330番地 1 

⑧ 
グループホームどりーむ 

指宿市開聞十町 5210番地 4 

⑨ 
グループホームさくら 

指宿市山川金生町 44番地 

⑩ 
グループホーム秋桜畑 

指宿市十二町 503番地 6 

⑪ 
グループホームすもも 

指宿市東方 2337番地 9 

⑫ 
グループホームどりーむ大山 

指宿市山川大山 2951番地 

● 介護付有料老人ホーム 

⑬ 
介護付有料老人ホーム 愛 

指宿市開聞十町 1305番地 

● 小規模多機能型居宅介護事業所 

⑭ 
小規模多機能ホーム 伝 

指宿市十町 1386番地３ 

⑮ 
小規模多機能型居宅介護徒然館 

指宿市大牟礼 4丁目 4-19 

⑨ 
ケアホーム 合歓の木 

指宿市山川金生町 46番地 

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所 

⑮ 
いぶすきケアネット 

指宿市大牟礼 4丁目 4-8 

● 老人福祉施設入所者生活介護 

⑥ 
徳光苑アネックス 

指宿市山川岡児ケ水 1212-１ 

⑯ 
ほほえみ（仮称） 

指宿市十町 2401番地 1 

⑰ 
サンピアよつ葉 

指宿市東方 10235番地 1 

  

⑮ 

⑰ 

⑯ 
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第２章 本市高齢者を取り巻く現状 

 

第１節 高齢者等の現状 

 

１ 人口構成の状況 

 

本市の総人口は平成 26 年 9 月末現在で 43,504 人となっており，65 歳以上の高

齢者人口は 14,493 人，総人口に占める割合は 33.3％となっています。 

第５期計画開始時点である平成 24 年と比較して，総人口は 944 人の減少がみら

れる一方，高齢者人口は 382 人増加しています。前期高齢者(65 歳以上 75 歳未満)，

後期高齢者(75 歳以上)別にみると，前期高齢者は 431 人増加しているものの，後期

高齢者は49人減少しています。それぞれの総人口に占める割合は前期高齢者14.5％，

後期高齢者 18.8％となっています。 

第６期計画の終了年度である平成 29 年までの見通しをみると，総人口は 40,898

人となることが予想され，高齢者人口は前期高齢者の増加に伴い 15,076 人，高齢

化率 36.9％となることが予想されます。 

また，団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37（2025）年の推計を見ると，総人口

が 36,853 人となることが見込まれ，高齢者人口は後期高齢者の増加に伴い 15,156

人，高齢化率は 41.1％となることが予想されます。 

 

総人口及び高齢者人口の推移と見込み            （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 24 年～平成 26 年は住民基本台帳データ各年 9 月末現在，平成 27 年以降は推計値。 

 

 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

44,448 44,094 43,504 41,895 41,397 40,898 39,406 36,853

14,879 14,497 14,072 13,246 12,883 12,517 11,425 8,995

5,878 6,080 6,309 6,440 6,556 6,672 7,020 6,364

65～69歳 2,859 3,138 3,376 3,610 3,610 3,609 3,608 2,959

70～74歳 3,019 2,942 2,933 2,830 2,946 3,063 3,412 3,405

8,233 8,241 8,184 8,435 8,420 8,404 8,359 8,792

75～79歳 2,930 2,825 2,737 2,667 2,640 2,612 2,530 3,072

80～84歳 2,658 2,690 2,636 2,609 2,533 2,456 2,227 2,131

85歳以上 2,645 2,726 2,811 3,159 3,247 3,336 3,602 3,589

14,111 14,321 14,493 14,875 14,976 15,076 15,379 15,156

31.7% 32.5% 33.3% 35.5% 36.2% 36.9% 39.0% 41.1%

前期高齢者 13.2% 13.8% 14.5% 15.4% 15.8% 16.3% 17.8% 17.3%

後期高齢者 18.5% 18.7% 18.8% 20.1% 20.3% 20.5% 21.2% 23.9%

前期高齢者

総人口

40～64歳

後期高齢者

65歳以上

高齢化率
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高齢者人口の推移と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の構成比（前期・後期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,878 6,080 6,309 6,440 6,556 6,672 7,020 6,364

8,233 8,241 8,194 8,435 8,420 8,404 8,359 8,792

31.7% 32.5% 33.3%
35.5% 36.2% 36.9%

39.0%
41.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

32年

平成

37年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

13.2% 13.8% 14.5% 15.4% 15.8% 16.3% 17.8% 17.3%

18.5% 18.7% 18.8% 20.1% 20.3% 20.5% 21.2% 23.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

32年

平成

37年

前期高齢者 後期高齢者

（人） 
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２ 要支援・要介護者の状況 

 

平成26年9月末現在の本市の第１号被保険者の要介護（要支援）認定者数は2,849

人，認定率 19.7％となっています。 

第６期計画においては，高齢者の増加に伴い，要介護（要支援）認定者も増加す

ることが見込まれ，平成 29 年には 3,360 人，認定率 22.3％になることが予想され

ます。また，団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37（2025）年の推計を見ると，要

介護（要支援）認定者数が 3,707 人となることが見込まれ，認定率は 24.5％となる

ことが予想されます。 

 

要介護認定者数（第１号被保険者）の推移         （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定者数（第１号被保険者）の推移及び認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

要支援１ 340 377 405 448 475 501 538 531

要支援２ 315 368 371 424 454 484 530 540

要介護１ 458 518 557 601 647 694 781 795

要介護２ 412 394 421 474 490 507 553 575

要介護３ 339 348 358 391 402 416 439 431

要介護４ 365 391 360 389 398 414 456 478

要介護５ 392 376 377 371 358 344 340 357

2,621 2,772 2,849 3,098 3,224 3,360 3,637 3,707

18.6% 19.4% 19.7% 20.8% 21.5% 22.3% 23.6% 24.5%

要
介
護
度
別

総数

認定率

340 377 405 448 475 501 538 531

315 368 371 424 454 484 530 540458
518 557

601 647 694
781 795

412
394 421
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507
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348

358
391

402
416
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391

360
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398
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456 478

392
376 377
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340 357
18.6%

19.4% 19.7%
20.8%

21.5%
22.3%

23.6%
24.5%

0.0%
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30.0%

0
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2,000
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3,000

3,500

4,000
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平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年
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要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率
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第２節 実態調査からみた高齢者の状況 

 

１ 実態調査の概要 

 

平成 25 年 10 月１日を基準日として，介護保険の被保険者（65 歳以上のみ）

を対象としたアンケート調査を実施しています。 

その結果に基づき，高齢者の日常生活や社会参加の状況，介護者や介護保険サ

ービスの状況等について，抜粋して整理しました。 

 

 

２ 日常生活の状況 

 

(1) 健康状態 

平成 25 年度に実施した高齢者

等実態調査から，一般高齢者の日

常生活の状況についてみると，健

康状態としては，最も多いのが

「まあまあ健康」で 73.3％となっ

ており，次いで「あまり健康では

ない」が 12.4％，「とても健康」

が 10.8％などとなっています。  

 

 

 

 

(2) 外出の頻度 

外出の頻度としては，「週２～

３回」が 43.1％で最も多く，次い

で「ほぼ毎日」が 20.6％，「週１

日」が 15.9％，「週４～５回」が

13.2％などとなっています。これ

らのことから，健康な高齢者が多

く，外出頻度が高いことが分かり

ます。 

 

とても健康
10.8%

まあまあ健康
73.3%

あまり健康

でない
12.4%

健康でない
3.5%

ほぼ毎日
20.6%

週4～5日
13.2%週2～3日

43.1%

週1日
15.9%

週1日未満
7.1%
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３ 社会参加の状況 

 

(1) 老人クラブ 

老人クラブへの参加状況につ

いてみると，最も多いのが「参加

していない」で 58.5％となってお

り，次いで「年数回」が 23.4％，

「月１～３回」が 13.9％，「週１

回以上」が 4.2％となっています。 

老人クラブへの高齢者の参加

割合はあまり高くないことがう

かがえます。 

 

 

 

(2) 町内会・自治会 

町内会・自治会への参加状況に

ついてみると，最も多いのが「年

数回」で 51.7％となっており，次

いで「参加していない」が 33.4％，

「月１～３回」が 10.6％，「週１

回以上」が 4.3％となっています。 

老人クラブほどではないです

が，町内会・自治会への高齢者の

参加割合はあまり高くないこと

がうかがえます。 

 

 

 

(3) 生きがいを感じるとき 

一般高齢者の社会参加の状況についてみると，生きがいを感じるときとしては，

最も多いのが「子どもや孫など家族との団らんのとき」で 56.0％となっており，次

いで「趣味やスポーツ・レクリエーションに熱中しているとき」が 53.4％，「友人

や知人と食事，雑談をしているとき」が 47.3％などとなっています。 

一方で，「ボランティアや地域の活動をしているとき」は 16.4％にとどまってお

り，高齢者の社会参加への割合はあまり高くないことがうかがえます。 

 

週１回以上
4.2% 月１～３回

13.9%

年数回
23.4%

参加してい

ない
58.5%

週１回以上
4.3% 月１～３回

10.6%

年数回
51.7%

参加してい

ない
33.4%
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(2) 地域活動やボランティア活動の状況 

 

 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.6%

53.4%

12.5%

42.2%

56.0%

47.3%

44.6%

16.4%

30.9%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

仕事に打ち込んでいるとき

趣味やスポーツ・レクリエーションに熱中しているとき

勉強や教養を高めるための活動に取り組んでいるとき

夫婦団らんのとき

子どもや孫など家族との団らんのとき

友人や知人と食事，雑談をしているとき

テレビを見たり，ラジオを聞いているとき

ボランティアや地域の活動をしているとき

旅行に出かけたとき

生きがいを感じることはない
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４ 主な介護者の状況 

 

(1) 主な介護者と要介護者の続柄 

高齢者等実態調査の結果では，

在宅サービス利用者の主な介護

者は「娘」が 29.8％で最も多く，

次いで「配偶者（夫・妻）」が 26.1％，

「介護サービスのヘルパー」が

16.1％などとなっています。  

 

 

 

 

 

 

(2) 主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢は「65 歳未

満」が 56.4％で最も多く，次いで

「65～74 歳」が 24.6％，「75 歳

～8４歳」が 15.2％となっており，

高齢者が高齢者の介護を行うい

わゆる「老老介護」が 43.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者(夫・

妻)
26.1%

息子
12.0%

娘
29.8%

子の配偶

者
10.0%

兄弟・姉妹
3.3%

介護サービ

スのヘル

パー
16.1%

その他
2.7%

65歳未満
56.4%

65～74歳
24.6%

75～84歳
15.2%

85歳以上
3.8%
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５ 介護保険サービスの状況 

 

(1) 介護保険サービスの利用の程度 

高齢者等実態調査の結果では，

在宅サービス利用者が介護保険

サービスをどの程度利用してい

るかについて，「希望するサービ

スを一部利用」が 51.1％で最も多

く，次いで「希望するサービスは

全て利用」が 31.3％，「全く利用

したことがない」が 13.0％，「以

前，利用していたが，利用してい

ない」が 4.6％となっています。 

 

 

 

 

(2) 介護保険サービスの満足度 

サービス利用者の満足度を高

齢者等実態調査の結果からみる

と，「満足している」，「ほぼ満足

している」が 84.8％となっていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 介護保険サービスで満足している点 

介護保険サービスで満足している点は，「事業所や施設職員の対応がよい点」が

59.4％で最も多く，次いで「介護者の心身の負担が軽くなった点」が 41.2％，「自

分のことは自分でできるよう手助けする点」が 33.1％などとなっています。 

 

満足してい

る
41.2%

ほぼ満足し

ている
43.6%

どちらとも

いえない
10.7%

あまり満足

していない
2.7%

満足してい

ない
1.8%

希望する

サービスは

全て利用
31.3%

希望する

サービスを

一部利用
51.1%

以前，利用

していた

が，利用し

ていない
4.6%

全く利用し

たことがな

い, 13.0%



                         第２章 本市高齢者を取り巻く現状 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数回答） 

                          

 

(4) 介護保険サービスを利用していない理由 

要支援・要介護者で介護保険サービス未利用者のサービスを利用していない理由

としては，「サービスを利用しなくても生活できる」が 82.4％と最も多く，次いで

「わからない」が 54.9％，「経済的負担が大きい」が 17.6％，「その他」が 11.8％，

「医療に対応してほしい」が 9.8％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数回答） 

 

 

22.7%

33.1%

29.3%

41.2%

59.4%

2.4%

6.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

在宅で自立して生活できるよう手助けする点

自分のことは自分でできるよう手助けする点

人と会ったり外出する機会がふえた点

介護者の心身の負担が軽くなった点

事業所や施設職員の対応がよい点

その他

わからない

7.8%

9.8%

7.8%

17.6%

7.8%

3.9%

82.4%

2.0%

11.8%

54.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

介護保険サービス利用への抵抗感

医療に対応してほしい

他人を家にいれたくない。他人と関わりたくない。

経済的負担が大きい

利用したいサービスがない

利用方法がわからず，相談者もいない

サービスを利用しなくても生活できる

介護保険サービス利用以外の目的

その他

わからない
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６ 高齢者の介護の意向 

 

(1) 希望する介護の形態 

一般高齢者が介護を受けることになった場合の希望する介護の形態については，

「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせた介護を受けたい」が

30.4％で最も多く，次いで「家族に依存せずに生活できるような介護サービスが

あれば自宅で介護を受けたい」が 25.0％，「自宅で家族中心の介護を受けたい」

が 18.9％などとなっています。在宅での介護を希望する高齢者が，約 75％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 在宅での介護サービスを希望する理由 

一般高齢者が介護を受けることになった場合，在宅での介護を希望する理由に

ついては，「家族と一緒に過ごしたいから」が 54.4％で最も多く，次いで「住み

慣れた家を離れたくないから」が 33.0％，「介護施設や有料老人ホームなどに入

所，入居したいが経済的に困難だから」が 6.4％などとなっています。 

 

 

 

 

自宅で家族中心の

介護を受けたい
18.9%

自宅で家族の介護

と外部の介護サー

ビスを組み合わせ

た介護を受けたい
30.4%

家族に依存せずに

生活できるような

介護サービスがあ

れば自宅で介護を

受けたい
25.0%

有料老人ホームや

高齢者向けの住宅

に引っ越して介護

を受けたい
7.9%

特別養護老人ホー

ムなどの施設で介

護を受けたい
6.3%

医療機関に入院し

て介護を受けたい
11.5%



                         第２章 本市高齢者を取り巻く現状 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 介護保険サービス未利用者の意向 

一般高齢者が自宅で介護を受けることになった場合に希望する介護者について

は，「配偶者」が 47.8％で最も多く，次いで「ヘルパーなどの介護専門職」が 19.2％，

「子ども」が 18.5％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族と一緒に過ご

したいから
54.4%

友人・知人がまわ

りにいるので離れ

たくないから
4.9%

住み慣れた家を離

れたくないから
33.0%

介護施設や有料老

人ホームなどに入

所，入居したいが経

済的に困難だから
6.4%

介護施設や有料老人ホーム

などに入所・入居したいが，希

望する施設に空きがないから
1.2%

配偶者
47.8%

子ども
18.5%子どもの配偶

者
3.2%

兄弟姉妹など

の親族
1.6%

ヘルパーなど

の介護専門職
19.2%

頼みたい人は

いない
2.1%

分からない
7.6%
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７ 高齢者の就業の意向 

 

(1) 何歳まで働きたいか 

何歳まで働きたいかについて

は，「仕事をしていない」が 51.0％

で最も多く，次いで「働けるうち

はいつまでも」が 24.8％，「70 歳

くらいまで」が 12.0％などとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

(2) 仕事をしている理由 

現在，収入のある仕事をしている一般高齢者の，仕事をしている理由については，

「健康に良いから」が 55.3％で最も多く，次いで「生きがいが得られるから」が

44.7％，「生活費をまかなうため」が 35.0％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数回答） 

７０歳くらい

まで
12.0%

７５歳くらい

まで
6.8%

８０歳くらい

まで
5.4%

働けるうち

はいつまで

も
24.8%

仕事をして

いない
51.0%

35.0%

29.0%

17.1%

10.1%

11.5%

55.3%

2.3%

44.7%

22.1%

3.7%

1.4%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

生活費をまかなうため

生活費の不足をおぎなうため

将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため

家業の後継者（子どもなど）を助けるため

おこづかいがほしいから

健康によいから

友達がほしいから

生きがいが得られるから

何もしないと退屈だから

その他

特に理由はない

わからない
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第３章 高齢者福祉・介護保険事業施策の推進 

 

第１節 本計画の目指すところ 

 

１ 地域包括ケアシステムの構築 

本市の高齢化の現状を踏まえ，高齢者が可能な限り住み慣れた地域で，自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，地域包括ケアシステムを構築

する必要があります。この地域包括ケアシステムの構築は，国の介護保険制度の改

正においても大きな柱として位置づけられており，団塊の世代の高齢者が 75 歳以

上となる平成 37 年(西暦 2025 年)に向けて，高齢者が安心して暮らせるまちづくり

そのものと言い換えることができます。 

また，今後，認知症高齢者の増加が見込まれることから，認知症高齢者の地域で

の生活を支えていくためにも，この地域包括ケアシステムの構築が重要です。 

そこで，本計画では，第 1 章の第２節で掲げた基本理念に基づき，超高齢社会を

見据えて，地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

さらに，この基本理念を具現化するため，次の３つを基本目標と定めます。 

１つ目は，「予防の視点」として，元気な高齢者が積極的に社会参加し，支援を必

要としている高齢者を支える仕組みをつくり，寝たきり・認知症にならない健康づ

くりと介護予防を強化します。 

２つ目は，「介護の視点」として，介護サービス提供の基盤を整備し，介護保険事

業の適正な運営による持続可能な介護体制をつくります。 

３つ目は，「地域ケアの視点」として，ひとり暮らし等高齢者や認知症高齢者が安

心して暮らせる生活支援体制の充実や，できる限り住み慣れた自宅や地域で療養す

ることができるよう，在宅での医療と介護の連携を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

高齢者一人ひとりが生涯にわたり健康で生きがいをもって楽しく生活できるよ

う，市全体で取り組んでいる「健幸のまちづくり」を推進する中で，「高齢者の社

会参加の意欲向上」，「健康の保持・増進に対する意欲向上」，そして高齢者が介護

を要する状態になっても，必要に応じてサービスを利用しながら家庭や地域の中で

自立した生活が送れるよう，「地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 

 

予防の視点 介護の視点 地域ケアの視点 
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【地域包括ケアシステム】 

地域包括ケアシステムとは，高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」 

が提供され，その住まいにおいて安定した日常生活を送るための「生活支援・福祉サー

ビス」があり，それらを土台として，専門職による「医療・看護」，「介護・リハビリテ

ーション」，「保健・予防」のサービスが，日常生活の圏域で適切に提供されるような地

域での体制のことで，高齢者が，可能な限り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けることができることを目的としています。 

 

《地域包括ケアシステムのイメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険制度の改正の内容】 

１ 地域包括ケアシステムの構築 

【重点項目】 (１)サービスの充実 

① 在宅医療・介護連携の推進 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の在宅での暮らしを支えていくため，

医療と介護サービスを一体的に提供できるよう多職種による協働・連携の体制をつ

くります。 

② 認知症施策の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができる環境の整備を目指します。 

③ 地域ケア会議の推進 

支援が必要な個別ケースを地域住民と様々な専門職が集まり検討し，協働による

支援を行うなどして地域での生活を支えるネットワーク構築につなげます。 

④ 介護予防・生活支援サービスの充実・強化 
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生活支援の必要な高齢者に対して，ボランティア，ＮＰＯ5，民間企業等の多様

な主体がサービスを提供できるよう市が地域づくりを支援します。また，高齢者自

身が，社会参加・社会的役割を持つことで，生きがいや介護予防につなげます。 

 

【重点項目】 (２)重点化・効率化 

① 全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市が取り組む地域支援事業に移行 

要支援１，２の予防給付のうち，訪問介護・通所介護を段階的に平成２９年度末

までに地域支援事業に移行します。既存の事業所に加えて，ボランティア，ＮＰＯ，

民間企業等の多様な主体を活用して高齢者を支援します。訪問看護，福祉用具等は，

現行どおり予防給付のままです。 

② 特別養護老人ホームの新規入所者を，原則，要介護 3 以上に限定（既入所者は

除く）  

 

２ 費用負担の公平化 

【重点項目】(１) 低所得者の保険料軽減を拡充 

① 低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

給付費の５割を公費負担としていますが，別枠で公費を投入し，低所得者の保険

料を軽減します。 

 

【重点項目】(２) 重点化・効率化 

① 一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ 

これまで一律１割の利用者負担について，相対的に負担能力がある一定以上の所

得の者の自己負担割合を２割とします。 

② 低所得者の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の見直し 

施設入所等費用のうち，自己負担が原則である食費及び居住費について，住民税

非課税世帯の者には補足給付をしていますが，要件に，（ア）預貯金，世帯分離後

の配偶者の所得，（イ）非課税年金(遺族年金・障害年金)も追加します。 

 

 

 

 

 

 

                                      
5ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー）：ボランティア団体や市民団体等，民間の営利を目的としない団体（Non Profit 

Organization）の総称。従来，これらの団体は，法人格を持たない任意団体として活動していたが，特定非営利

活動促進法（通称：NPO 法）の制定により，「特定非営利活動法人」という法人格を得ることができるように

なった。 
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２ 施策の体系 

 

本計画では，高齢者保健福祉施策を，「予防」，「介護」，「地域ケア」の３つの視点

から展開し，基本理念，基本目標の実現に向けて推進していきます。 

 

 

●介護予防の総合的な推進 

●健康づくりの推進 

●疾病予防と悪化防止 

●生きがいづくり・社会参加の促進 

●権利擁護の推進 

 

 

 

 

●介護サービスの適正な運営 

●介護サービスの質的向上 

 

 

 

 

●地域ネットワークづくり 

●認知症施策の検討・推進 

●在宅医療・介護の連携推進 

●地域生活支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が地域の一員として社会参加し，

元気をつなぐまちづくり 

高齢者の自立した生活を支える 

基盤づくり 

地域みんなで支えあい， 

心ふれあうまちづくり 

予防の視点 

介護の視点 

地域包括ケアの視点 
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３ 重点項目 

基本理念及び基本目標の達成を目指すとともに，地域包括ケアシステムの構築を

推進するため，５つの重点的に取り組むべき項目を設定しました。 

 

(1) 元気高齢者によるボランティア6活動の促進  

元気な高齢者がボランティア活動や，地域活動などに自発的，積極的に参加で

きる体制をつくるとともに，地域における生活支援や健康づくりの担い手が，相

互に協働する仕組みづくりを進めます。 

 

≪具体的に取り組む内容≫ 

○地域見守りネットワーク支援事業の推進 

○既存団体（地域見守りネットワーク，老人クラブなど）の活動の拡大 

○高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業の導入 

○ボランティア活動の人材発掘・育成 

 

(2) 認知症施策の総合的推進  

認知症に対して，正しい理解を地域に広め，早期発見・早期対応の推進や健康

教室等に認知症予防プログラムを実施することで認知機能の低下を遅らせ，住み

慣れた地域で暮らし続けられるような仕組みづくりを進めます。 

 

≪具体的に取り組む内容≫ 

〇認知症サポーターの養成 

○認知症地域支援推進員の設置 

○認知症初期集中支援チームの体制づくり 

〇標準型「認知症ケア・パス」の普及促進 

 

(3) 在宅での医療と介護の連携強化  

介護や医療処置が必要になっても，できる限り住み慣れた自宅で暮らし続ける

ことができるよう，情報を把握・共有するための仕組みづくりを進めるなど，在

宅における医療と介護の連携を強化します。 

 

≪具体的に取り組む内容≫ 

○多職種連携会議（医療・介護関係者の集まる会議）の開催 

○在宅医療についての知識の普及・啓発  

                                      
6ボランティア：社会を良くするために，無償性，善意性，自発性に基づいて技術援助，労力提供などを行う人を

いう。 
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○在宅医療・介護の連携に向けた情報共有システム構築の検討 

○市民の在宅医療に関する理解を深めるための環境づくり 

 

(4) 2025 年を見据えた介護サービスの供給体制確保 

高齢者の将来的な増加を見据えて，中長期的な見込みのもとに必要な施設・居

宅サービス供給体制を計画的に整備します。 

 

≪具体的に取り組む内容≫ 

○24 時間定期巡回サービス，小規模多機能型居宅介護，訪問看護等の居宅サー

ビスの普及促進 

○地域包括ケアシステムにおいて，各介護サービスが果たすべき役割の明確化 

 

 

(5) 介護給付費等の適正化 

   介護サービスを必要とする高齢者を適正に認定した上で，当該高齢者が新たに

必要とするサービスを，事業者がルールに基づいて適切に提供できるよう適正化

を図ります。 

≪具体的に取り組む内容≫ 

○介護認定の適正化，ケアプラン7やサービス内容の点検及び給付費の適正化 

○地域密着型介護サービス事業者の資質向上のための指導・監督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
7ケアプラン：介護サービス計画の通称。要介護者･要支援者が介護サービスを適切に利用できるよう，心身の状況，

生活環境，本人及び家族の希望を勘案し，利用するサービスの種類・内容などを定める計画。利用者の心身の

状態の変化などを考慮し，常に適切なサービスが利用できるように随時見直される。 
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第２節 予防への取り組み 

 

１ 介護予防の総合的な推進 

今回の介護保険制度の改正では，市町村が中心となって，地域の実情に応じて住

民等の多様な主体が参画し，多様なサービスを充実することにより地域の支え合い

の体制づくりを推進し，要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とす

ることを目指す「介護予防・日常生活支援総合事業」が，平成 29 年４月までに全

ての保険者8で開始されることになります。 

この制度改正により，現在，要支援者に対して予防給付として提供されている全

国一律の介護予防訪問介護，介護予防通所介護について，市町村の実施する地域支

援事業の総合事業に移行することになります。本市においても，平成 29 年 4 月か

ら予防給付のうち訪問介護及び通所介護を移行する予定です。 

円滑な移行を図るためには，要支援者自身の能力を最大限活かしつつ，既存の訪

問介護事業所・通所介護事業所や，民間事業者・ＮＰＯ・ボランティアなどの住民

等が参画するような多様な主体によるサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直

すことが必要です。また実施に当たっては，ＮＰＯやボランティア活動との有機的

な連携を図るなど，地域の人材を活用するとともに，できる限り多くの高齢者が地

域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていく仕組みづくりも必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
8保険者：制度の運営主体のことをいい，介護保険制度では，市町村・特別区が保険者となる。 
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≪介護給付・介護予防給付・地域支援事業の全体像≫ 
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(1) すべての高齢者を対象とした介護予防（一般介護予防事業） 

※地域支援事業の中の一次予防事業。平成 29年度から一般介護予防事業。 

・ 高齢者が元気で活動的な生活を続けることができるよう，地域のボランティ

ア等の資源を活かしながら，健康づくりから介護予防まで，一貫性のある事

業として幅広い高齢者を対象に実施します。 

・ 高齢者の健康づくりや介護予防教室への参加，ボランティア等の社会参加を

促進し，自らの健康維持や介護予防への取り組みを図るため，高齢者元気度

アップ・ポイント事業を継続して行います。 

・ 元気な高齢者と生活機能に不安がある高齢者の双方が参加できる住民主体の

通いの場となるよう，老人福祉センター等を活用した「ふれあいデイサービ

ス」の充実を図ります。 

・ 介護予防・生活支援サービス事業の対象者が，機能回復した後に介護予防の

活動を継続できるように環境を整備します。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 高齢者元気度アップ・ポ

イント事業 

65 歳以上の高齢者の健康づくりや社会参加

活動に対して，地域商品券等に交換できるポイ

ントを差し上げ，高齢者の方々の健康維持や介

護予防への取組促進を図る事業です。 

ポイントが貯まる事業は以下の通りです。 

・健康教室，介護予防教室などへの参加 

・介護保険施設等におけるボランティア活動  など 

② ふれあいデイサービスの

充実 

要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢

者を対象に，老人福祉センター等を活用して「ふ

れあいデイサービス」を開催します。 

高齢者の生きがいづくり，自立した社会参加

促進を目指し，介護予防事業の一環として事業

の充実を図っていきます。 

③ 介護予防の普及啓発 健康教育・健康相談等により介護予防のため

の運動・栄養改善・口腔機能の向上・認知症予

防（脳のトレーニング）・閉じこもり，うつ予防

の普及啓発を図ります。 

④ 高齢者サロン活動の充実 地域で取り組んでいるサロン活動の会場や実

施回数を増やし，高齢者が身近で定期的に集え

るよう活動の充実を図ります。 

また，研修会やボランティアの育成により，

住民の自主的な運営を支援します。 
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⑤ 高齢者健康体操教室の充

実 

地域で取り組んでいる高齢者健康体操教室

は，リハビリテーション9専門職との連携による

内容の充実と，会場数や実施回数の拡大を図り

ます。 

また，研修会やボランティアの育成により住

民の自主的な運営を支援します。 

 

 

(2) 機能が低下してきた高齢者への介護予防（介護予防・生活支援サービス事業） 

※地域支援事業の中の二次予防事業。平成 29年度から介護予防・生活支援サービス事業。 

・ 要支援や要介護になるおそれがある高齢者及び要支援者を対象とし，重度化

の防止と機能回復を目指します。 

・ 機能回復した高齢者を，介護予防が継続できるように，一般介護予防事業の

利用につなげていきます。 

・ 地域の元気な高齢者がボランティア等事業の支え手として活動する場をつく

り，社会参加を通して元気な高齢者の介護予防にもつなげていきます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 介護予防事業対象者の的

確な把握 

基本チェックリストを実施し，支援を必要と

する高齢者が，二次予防事業や介護予防・生活

支援サービス事業を適切に受けられるよう支援

します。 

② 訪問及び通所等による介

護予防・生活支援 

基本チェックリストや要支援認定により把握

された方を対象に，介護予防ケアプランに基づ

き訪問や通所サービス等により，専門的または

個別的に支援します。 

・運動器の機能向上 

・栄養改善 

・口腔機能向上 

・閉じこもり予防支援 

・認知機能低下予防支援 

・うつ予防支援 

・介護予防・生活支援サービス 

                                      
9 リハビリテーション：心身に障害をもつ人の，その障害を可能な限り回復治癒させ，残された能力を最大限に

高め，身体的・精神的・社会的にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。その方法や内容に

よって，医学的リハビリテーション，職業リハビリテーション，社会リハビリテーション，教育リハビリテ

ーションなどに分類される。 
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③ 介護予防支援事業（ケア

マネジメント10） 

要介護状態になることをできる限り防ぎ，要

介護状態になっても，状態がそれ以上悪化しな

いように，高齢者に対してスクリーニングを行

い，概ね次のようなプロセスにより支援します。 

ア 一次アセスメント11 

イ 介護予防ケアプランの作成 

ウ サービスの提供後の再アセスメント 

エ 事業評価 

また，地域包括支援センターでは，介護報酬12

を財源として予防給付（介護予防サービス）に

関するマネジメント業務も併せて実施します。 

本市では，一貫して継続的にマネジメントを

行う体制の整備と展開に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

                                      
10ケアマネジメント：要介護者等のサービス利用者の問題やニーズを明確にし，保健・医療・福祉サービスを受け

られるように適切な助言・援助を行うこと。介護保険制度では，要介護者等に保健，福祉，医療にわたるサ

ービスが総合的，一体的，効率的に提供されるようにマネジメントする機能を制度内に位置付けている。①

アセスメント（課題分析），②ケアプラン作成，③サービスの調整や実施，④継続的な管理の各過程からな

る。 
11アセスメント：ケアプランの作成等，今後のケアに必要な見通しをたてるにあたり，介護サービス利用者（要介

護者，要支援者）の身体機能や環境などを事前に把握，評価すること。 
12介護報酬：介護サービス提供事業者や介護保険施設に支払われる報酬。医療保険における診療報酬に当たる。 
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２ 健康づくりの推進 

生活習慣病などの疾病を予防し，いつまでも健康で暮らすためには，自分の健康

に対する意識が持てるよう，知識の啓発を行い，食生活や運動による健康づくりが

必要です。しかし，健康づくりに取り組んでいない高齢者も少なくありません。 

このような中，市では，市民誰もが参加するような健康づくりに関する施策や事

業を展開し，住民一人ひとりが健康と生きがいを持ち，安全安心で豊かな生活を営

むことができる「健幸のまちづくり」に取り組んでいます。 

この事業を活用しながら，誰もが手軽に取り組むことができる運動の普及や健康

意識の啓発に取り組み，高齢者の健康づくりを推進します。 

 

(1) 健康づくりの推進 

・ 自分の健康に関心を持ち，自ら健康づくりに取り組めるよう，生活習慣が要

因となる健康問題や健康づくりに関する情報を発信するとともに，健康教室

や健康相談を通じて介護予防の普及啓発を進めます。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 健康づくりや生活習慣病

予防のための普及啓発 

 

食生活や運動をはじめ健康づくりのための生

活習慣の重要性について，広報紙やパンフレッ

ト等により，普及啓発を行います。 

また，より多くの市民が，楽しみながら自分

の健康を見直し，健康づくりに取り組めるよう

な事業を推進します。 

② 健幸マイレージ制度の普

及促進 

市民の自主的かつ積極的な健康づくりを促進

するために，特定健診や長寿健診，人間ドック，

職場健診などの受診，自主的なウォーキング，

対象イベントへの参加などによりポイントを取

得し，特典への応募資格を提供する制度です。

この制度の普及促進を図ります。 

③ 砂むし温泉入浴事業 本市居住の 65 歳以上の高齢者及び身体障害

者の方に対し，砂むし温泉利用券を発行し，高

齢者等の健康の保持増進及び保健の向上を図っ

ていきます。 

④ はり・きゅう等施術料助

成事業 

65 歳以上の高齢者及び身体障害者の方に対

し，はり・きゅう及びマッサージ指圧施術の助

成券を発行し，高齢者等の健康保持と保健の向

上を図っていきます。 
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⑤ 健康教室の充実 医師・歯科医師・管理栄養士・保健師・歯科

衛生士等により，地域や集団を対象として，介

護予防教室を充実します 

⑥ 健康相談の充実 多くの方が健康づくりのために訪れている公

営温泉等を活用し，保健師等による健康相談を

行い，介護予防の普及啓発を行います。 

⑦ 高齢者の生きがいと健康

づくり事業（ふれあいデ

イ） 

要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢

者を対象に，老人福祉センター等を活用して「ふ

れあいデイサービス」を開催します。 

高齢者の生きがいづくり，自立した社会参加

促進を目指し，介護予防事業の一環として事業

の充実を図っていきます。 

 

 

(2) 生涯スポーツの推進 

・ 高齢者向けのスポーツ大会の開催や支援を行い，交流と健康づくりの場を提

供します。 

・ ライフステージごとの身体の状態や運動能力に応じた健康づくりに取り組め

るよう，誰でも気軽に楽しめる生涯スポーツの普及に努めます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 生涯スポーツ推進事業の

実施 

生涯にわたって市民が健康づくりに取り組む

ことを目的に，関係機関・団体，特にスポーツ

推進委員，総合型地域スポーツクラブ「いぶす

きスポーツクラブ」と協働し，スポーツ教室の

開催や大会・イベントの継続と内容の充実を図

ります。 

② 軽スポーツ等の普及 

 

高齢者に適した軽スポーツやレクリエーショ

ン活動の普及を通して，多くの高齢者の社会参

加や仲間づくり，世代間交流を促進しています。 

また，地域が主体的に継続運営できる地域密

着型の体操教室を展開します。 
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(3)口腔機能の向上と食生活改善 

・ 元気で安全な食生活を送るため，また，誤嚥性肺炎などの感染症を予防する

ために，口腔機能の向上を推進します。 

・ 高齢者は，口腔機能や身体機能の低下から食事量が減少したり，食事内容が

偏ったりして，低栄養状態や疾病の悪化を招きやすくなるため，食生活改善

の推進に努めます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 口腔機能の向上の推進 

 

歯科医師や歯科衛生士などによる咀しゃく13

や嚥下14機能の向上を図る口腔体操や正しい歯

磨き・入れ歯の手入れ方法の講習など，介護予

防事業に取り組みます。 

② 口腔ケアの推進 歯の有無にかかわらず口腔を清潔にすること

は，むし歯や歯周病の予防，誤嚥性肺炎などの

感染症予防に効果があり，健康の維持増進に繋

がることから，口腔ケアの推進を図ります。 

③ 食生活改善の推進 

 

低栄養や疾病の悪化防止のために，加齢に伴

う食機能や身体機能の低下等の高齢者の特徴を

考慮した食生活改善を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
13咀しゃく（そしゃく）：摂取した食物を歯で咬み，粉砕すること。 
14嚥下（えんげ）：飲み込むことで，食物を口から胃へ送り込む一連の輸送運動。 
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３ 疾病予防と悪化予防 

できるだけ長く健康で自立した生活を送り，健康寿命を伸ばすには，寝たきりや

認知症の主な原因である脳卒中をはじめとした生活習慣病の予防や早期発見･早期

治療をすることが大切です。 

そのためには健康に関心を持ち，自分の健康状態を知るために健康診査，がん検

診を受けることが重要です。 

また，健康診査において，生活習慣が要因となる血圧，血糖などの異常割合は，

年齢が上がるほど高くなる傾向にありますが，生活習慣の改善や適切な治療により，

発症及び重症化を予防することができます。 

受診の結果，生活習慣の改善が必要な人に対しては，一人ひとりの生活状況に応

じた支援を行うことが重要です。 

 

(1) 生活習慣病の早期発見 

・ 健康診査，がん検診の重要性を周知し，受診勧奨を拡大します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 特定健康診査，健康診査，

がん検診，人間ドックの

実施 

 

様々な機会において，特定健康診査の周知徹

底を図るほか，保健センター15や関係機関と連携

しながら広報を充実します。 

また，地区での健康教室やふれあいデイなど

の場で特定健診及びがん検診の重要性を周知し

ます。 

 

 

(2) 生活習慣病の発症・悪化予防 

・ 高齢者が相談しやすい身近な会場において相談会を実施し，生活習慣の改善

が図れるよう支援します。 

・ 訪問や面接により一人ひとりの生活状況に応じた生活習慣改善の指導を行い，

生活習慣病の発症と重症化を予防します。 

 

 

 

 

                                      
15保健センター：地域住民に密着した健康相談，保健指導，健康教育など地域保健に関して必要な事業を行う機

関。 
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≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 特定保健指導の強化 特定保健指導の対象者が，自らの生活習慣に

おける課題に気づき，生活習慣改善を実行し，

健康的な生活を維持できるよう支援を行いま

す。 

また，特定保健指導の目的や内容を広く周知

し，特定保健指導を受ける人が増えるよう働き

かけます。 

利用者には生活習慣改善のサポートをし，途

中で中断しないよう支援します。 

② 悪化予防のための健康教

育 

脳卒中などの生活習慣病の発症を予防するた

めに，血圧が高めの方などを対象に教室を実施

し，個別に生活習慣の改善について支援します。 

③ 訪問指導 高血圧や糖尿病などの生活習慣病の発症及び

重症化を予防するために，一人ひとりの生活状

況に応じた訪問指導を行います。 

また，重症化予防のための保健指導を強化し

ます。 
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４ 生きがいづくり・社会参加の促進 

団塊の世代が高齢者の仲間入りをし，高齢者の価値観やライフスタイルが多様化

しています。多様なニーズや嗜好などを踏まえた「学び」の機会や，趣味や余暇を

楽しむ活動の場を提供していく必要があります。 

 

(1) 多様な趣味活動や学習機会の提供 

・ 高齢者が自由時間を有効に活用した趣味活動や，自己の充実・啓発や生活向

上のため，生涯学習を通じて自発的に行う自由な「学び」の機会を提供し，

充実して過ごせる環境の整備に努めます。 

・ 多様化する高齢者のニーズにあわせた学習機会の提供に努めます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 生きがいと健康づくり

推進事業 

地域の各団体との連携・協働によって，高齢者

の各分野における豊かな経験と知識技能を生かし

ながら，高齢者の生きがいと社会参加を幅広く促

進し，閉じこもり予防など社会的孤立感を解消す

ることによる健康でいきいきとした高齢者づくり

のための施策として，事業を幅広く積極的に展開

していきます。 

② 寿大学・市民講座等の

充実 

現在，寿大学において，園芸・懐かしの唱歌・

書道・手芸・健康づくりの５つの教室と一般教養

講座を 5 回開催しており，107 人が登録し参加し

ています。その他に 30 を超える市民講座や５人以

上のグループで自ら運営する自主講座などに多く

の人が登録し参加しています。引き続き寿大学等

の充実・拡大を図り，高齢者への多様な学習機会

の提供に努めていきます。 

③ 地域社会への還元 生涯学習活動によって得られた知識を，ボラン

ティア等により地域に還元する社会貢献活動を支

援していきます。 
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(2) 発表の場・交流機会の充実  

・ 日ごろの趣味・教養活動の励みとなるよう，発表の機会の提供に努めます。 

・ 家庭における世代間の交流が行われにくくなっているなかで，高齢者と幅広

い世代とが交流し，お互いの理解を深めていく取り組みを行います。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 高齢者の取り組みの成果

を発表する場の提供 

高齢者が取り組んでいる趣味や教養活動の発

表の場として，大会や催し物など様々な場面に

おいて，日ごろの活動の励みとなるよう，機会

の提供に努めます。 

② 世代間交流事業の推進 高齢者がこれまで培ってきた知識や，経験を

社会貢献活動に結びつけることができるよう，

世代間交流を推進します。 

また，保育園児が老人施設等を訪問したり，

高齢者を保育園に招いたりするなど，高齢者と

の交流を深めます。 

さらに，小中学校での学校行事などを活用し，

地域の高齢者から地域の文化や歴史を学ぶなど

の交流事業を実施します。 

 

 

(3) ボランティア活動の推進 

・ ボランティアの担い手を増やすため，ボランティアについての講習会や研修

を行い，高齢者のボランティア参加へ意識の醸成を図ります。 

・ 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業の導入を進めます。また，制度の

広報に努め，この制度への参加者数を増やします。 

・ 老人クラブなどの既存団体が，地域で見守りや生活支援も担う団体として活

動できるよう支援します。 

・ 自ら積極的に技能や特技をボランティアに活かそうとする高齢者について，

幅広い活動に活躍の場を広げられるよう支援します。 

・ 地域におけるボランティアの発掘・養成・組織化などについての基盤整備を

図ります。 
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≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① ボランティアについての

情報収集・提供，研修会・

講座の開催 

今後，必要とされる生活支援に関するボラン

ティアの担い手を養成していくために，ボラン

ティアについての情報収集・提供，研修会・講

座の開催を行っていきます。それらを通じて，

高齢者全体に対してボランティア活動に対する

意識向上を図ります。 

② 高齢者元気度アップ地域

包括ケア推進事業の導入 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう，高齢者自身の健康づくりや社会

参加，65 歳以上の高齢者を含む地域の任意の団

体が行う互助活動に対し，地域商品券等に交換

可能なポイントを付与することにより，地域の

互助活動を活性化し，介護予防の推進を図ると

ともに，高齢者を地域全体で支える地域包括ケ

アの推進を図ります。 

③ 地域での見守りや生活支

援の担い手の多様化 

老人クラブのボランティア活動の促進を図り

ます。具体的には，地域の高齢者の見守り支援

や，ごみ出しなどの簡単な在宅高齢者支援を行

える体制づくりを進めます。 

 

 

(4) 老人クラブの活性化 

・ 老人クラブは，高齢者が自らの老後を健康で豊かなものにするための自主的

な組織です。現在，71 単位クラブ，会員数 3,677 名となっており，全国三大

運動「健康・友愛・奉仕」の名のもとに各種研修会，交流会，清掃作業，世

代間交流，スポーツ大会，花壇の清掃などの活動を展開しています。しかし

ながら，役員の高齢化に伴い，新しい後継者の育成が迫られています。今後

も，老人クラブ連合会助成，単位老人クラブ助成を継続しながらクラブの育

成を支援していきます。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 老人クラブの活性化 若手高齢者にも親しみやすい活動のサークル

（写真，ウォーキング，パソコン等）を作り，

多様な趣味や横のつながりを基盤とした活動を

創出し，活動の活性化を図ります。 

また，広報やボランティア活動等を通じ，老
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人クラブが地域で果たしている役割を市民に理

解していただけるよう周知に努めます。 

さらに，老人クラブの活動に，介護予防事業

を取り入れ，高齢者の健康づくりと介護予防を

推進します。 

 

 

(5) 就業機会の充実 

・ 高齢者の臨時的かつ短期的な就業やその他の軽易な業務に係る就業の機会を

確保し，高齢者の雇用機会の提供の促進を図るため，シルバー人材センター16

事業を充実します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① シルバー人材センターの

充実 

広く普及啓発に取り組み，会員の拡大に努め

るとともに，営業活動を強化し就業機会の確保

に努めます。 

また，ひとり暮らし等高齢者など日常生活に

不安を抱える高齢者に生活支援サービスを提供

するなど，社会ニーズに対応した事業の開拓に

積極的に取り組み，高齢者の多様なニーズに対

応した就業機会の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

                                      
16 シルバー人材センター：定年退職者などの高年齢者に，「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業（その他の

軽易な就業とは特別な知識，技能を必要とする就業）」を提供するとともに，ボランティア活動をはじめとす

るさまざまな社会参加を通じて，高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と，地域社会の福祉の向上と

活性化への貢献を目的とする組織である。 
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５ 権利擁護の推進 

日常生活の判断をすることが難しくなる認知症高齢者等が増加傾向にある中，成

年後見人を必要とする高齢者は増加することが予想されます。 

したがって，今後も成年後見人制度の普及・啓発を図り，利用を推進します。 

 

(1) 成年後見制度17と本人への保護・支援 

・ 本人の意思を尊重し，高齢者が地域で安心して生活できるように，市民後見

人の育成と活用について検討します。 

・ 高齢者の人権を守り成年後見等の利用支援を推進するために，市長申立や後

見報酬助成や日常生活自立支援事業を行っていきます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 成年後見制度等の利用推

進 

成年後見制度についての広報紙の掲載やチラ

シの配布などを行い，市民への成年後見制度の

理解と利用促進に取り組みます。 

また，地域包括支援センターが中心となり，

行政・社会福祉協議会等の関係機関と連携し，

利用者の自己選択を確保できる権利擁護システ

ムの確立に努めます。 

 

 

(2) 高齢者虐待への対策 

・ 介護者による高齢者虐待，また介護施設従事者による高齢者虐待について，

特に，虐待を受けている高齢者の多くに認知症の症状が見られ，今後認知症

高齢者がますます増加する傾向にあることから，高齢者虐待の増加が懸念さ

れます。 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 高齢者虐待に関する理解

の普及啓発 

市民に対し，高齢者虐待についての正しい知

識や理解を促し，虐待に関する意識向上を図り

ます。 

また，地域包括支援センターや市の担当課に

通報窓口があることや，市民には高齢者虐待を

                                      
17成年後見制度：認知症高齢者，知的障害者，精神障害者など判断能力が不十分な人の自己決定の尊重と本人の保

護の調和を図り，権利を守る制度。「法定後見制度」は，家庭裁判所で選任した成年後見人などがこれらの人

の意思を尊重し，その人らしい生活のために，その人にかわって財産管理や，身上監護などを行う。 
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受けたと思われる高齢者を発見した場合には速

やかに相談窓口に相談するよう，広報等にて周

知します。 

② 高齢者見守りネットワー

ク事業 

高齢者虐待の実態や虐待防止の取組みなどに

ついて共通認識をもち，高齢者虐待防止体制が

より充実するよう，高齢者見守りネットワーク

事業を通じ，関係機関等と密接に連携していき

ます。 

また，地域包括支援センターが中心となり事

実確認，緊急性の判断を行い，高齢者虐待の防

止に向けて取り組みます。 
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第３節 介護への取り組み 

 

１ 介護サービスの適正な運営 

介護サービスに関する様々な協議の場を通じ，介護保険事業の円滑・適正な運営

に資する事項，さらに今回の法改正でより多様化する介護保険事業に対し，地域包

括ケアシステムの構築の推進の視点から適切に対応する必要があります。 

また，介護従事者に対して求められる専門的な知識やスキルは増えています。介

護サービスの質の向上のためには，介護従事者に介護技術や対人スキルの研修など

多様な学びの機会を提供し，その資質向上を図ることも重要です。 

さらに，介護サービスの提供に際しては，法令等の遵守はもとより，高齢者の尊

厳の保持と自立支援に配慮しながら，安心・安全で高齢者の立場に立った介護サー

ビスの実現に向けて，事業者に対するきめ細かい助言や指導が必要です。 

こうしたことから，介護サービスの適正な運営に資する様々な適正化を図ります。 

 

(1) 要介護・要支援認定の適正化 

・ 公平で客観的な認定調査を行うため，調査員に対して効果的な研修を行いま

す。 

・ 認定審査会委員に対し，認定審査への理解を深める取り組みを行うとともに，

認定審査会委員や審査を行う主体間での情報共有を円滑にします。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

①  要介護・要支援認定の適

正化 

新規の認定調査員に対して，調査の留意点や

調査票の記述方法に関する統一した研修を行い

ます。 

また，認定審査会委員に対しては，事例検討

等の研修会及び審査業務を通して，合議体間で

の情報を共有し，審査・判定の平準化を行いま

す。 

 

 

(2) 適正な介護サービスの確保 

・ 介護保険サービスの円滑な提供とともに，これまでの在宅重視の基本を今後

も継続していきます。 

・ また，施設サービスにおいて，利用者からの要望が高い施設については，適

正な整備を進めることを検討します。 
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≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 介護保険事業の円滑・適

正な運営 

地域包括ケアシステム構築の推進という視点

から，多様化する介護保険事業に対して的確に

審議し，円滑で適正な介護保険事業の運営につ

なげます。 

② 介護サービス事業者の資

質向上 

介護や医療に関する先進的なテーマの研修等

の実施などにより，介護従事者の資質向上を図

ります。 

また，地域包括支援センターでは認知症ケア

や在宅医療に関する知識を深めるための研修を

実施し，地域包括支援センターの地域の事業所

への支援機能を高めます。 

認知症地域支援推進員は，認知症に関わる介

護従事者の対応力向上のための研修会の実施

や，個別事例に関する相談・アドバイスを行い

ます。 

ケアマネジャー18を対象に，医療サービスを含

めた適切なケアプランの作成や，入退院時を含

めた医療職との連携に欠かせない基本的な医療

的知識の修得のための研修を開催します。 

地域密着型サービス事業所への実地指導時に

は，事業者が人材育成につながる研修機会を確

保するよう指導します。 

③ サービス内容の適正化 地域密着型事業所に対して，法令等を遵守し

たサービスが提供されているか確認するため，

実地指導や集団指導を行います。 

④ 地域密着型サービス運営

委員会の設置 

地域密着型サービス運営委員会は，地域密着

型サービスの指定，地域密着型サービス指定基

準及び介護報酬を設定しようとするときに，市

長に対し意見を述べるほか，地域密着型サービ

スの質の確保，運営評価，その他市長が地域密

着型サービスの適正な運営を確保する観点から

必要であると判断した事項について協議を行い

ます。 

                                      
18ケアマネジャー：介護支援専門員の通称。介護の知識を幅広く持った専門家で，要介護者からの依頼によるケア

プランの作成や継続的な管理，評価，サービス事業者との連絡調整を行う。一定の研修を終了した「主任ケア

マネジャー」の資格がある。 
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⑤ ケアプランの適正化 地域密着型事業所に対して，個別性を重視し

たケアプランが作成されているか確認するた

め，ヒアリングや現場確認を重視した指導を行

います。 

⑥ 給付内容の適正化 介護サービスが本来の目的である高齢者の自

立支援に資するものとして提供されるために

は，①介護サービスが真に所期の効果をあげて

いるか（サービス内容の適正化），②不適正・不

正な介護サービスはないか（介護費用の適正化）

という２つの観点から，高齢者介護に関わるさ

まざまな主体が連携して介護給付の適正化に取

り組んでいく必要があります。 

本市においても「介護給付適正化システム」

を活用し，これまで以上にサービス提供事業者

に対する指導を行うとともに，要介護度別，サ

ービス種類毎の介護給付動向等の把握に努めて

いきます。 

 

 

(3) 利用者負担の適正化 

・ 一定以上の所得のある高齢者は，介護サービス利用時に２割の利用者負担と

します。 

・ 高額介護サービス費の支給に際して，同一世帯にいる高齢者の所得の状況を

勘案して上限額を引き上げます。 

・ 特定入所者介護（予防）サービス費の支給に際して，配偶者の所得や預貯金

等の資産を勘案します。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 利用者負担の適正化 

 

平成 27 年８月から 

・ 住民税課税者で合計所得金額が一定額以上

の高齢者については，介護サービス利用時の

利用者負担割合を１割から２割に引き上げ

ます。 

・ 同一世帯内の第１号被保険者に現役並み所

得者がいる場合は，高額介護サービス費の世

帯負担の上限額を引き上げます。 

・ 住民税非課税世帯であっても，世帯や住所が
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別の配偶者が住民税課税者の場合は，原則特

定入所者介護（予防）サービス費を支給対象

外とします。 

・ 本人が住民税非課税世帯者であっても，一定

額以上の預貯金等がある場合は，特定入所者

介護（予防）サービス費を支給対象外としま

す。 

 

 

(4) 低所得者対策 

・ 介護保険法改正により，公費を投入して，低所得者の保険料を軽減する仕組

みを設けます。 

・ 全国統一の制度を活用し，低所得者が介護サービスを利用するときの負担を

軽減します。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 公費による保険料軽減の

強化 

介護保険法改正により，公費を投入して，低

所得者の保険料を軽減する仕組みを設けます。 

② 高額介護サービス費 介護保険でサービスを利用された方の１か月

の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたと

きに，その超過分が介護保険から払い戻される

制度です。限度額は所得によって区分されてい

ます。なお，施設における食費・居住費，福祉

用具購入，住宅改修の自己負担は対象外となっ

ています。 

③ 特定入所者介護サービス

費 

住民税非課税世帯の要介護者が介護保険３施

設に入所したときや，ショートステイを利用し

た場合の居住費（滞在費）や食費は，申請によ

って認定された場合には所得に応じた一定額

（負担限度額）となり，負担の軽減が図られま

す。 

④ 社会福祉法人19等による

利用者負担軽減制度 

低所得で特に生計が困難であるものに対し

て，介護保険サービスの提供を行う社会福祉法

人等の利用者負担減額を行っています。 

                                      
19社会福祉法人：社会福祉事業を行うことを目的として，社会福祉法に定めるところにより設立された法人をい

う。 
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⑤ 高額医療・高額介護合算

療養費制度 

医療費が高額になった世帯に，介護保険の受

給者がいる場合は，医療保険と介護保険の両方

の自己負担額が合算できます。医療保険と介護

保険それぞれの限度額を適用後，年間の自己負

担額を合算して，限度額（年間）を超えたとき

は，その超えた分が支給されます。 

 

 

(5) 未納者対策 

・ 健全な財政運営及び負担の公平性の観点から，以下のような保険料の納入を

促進する方策を実施します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 未納者対策 広報紙やパンフレット等を通じた広報活動を

実施します。 

また，未納者への督促の際に未納の理由を確

認し，事情によっては分割納付などの納付勧奨

を進めていきます。 

長期滞納者に対しては，必要に応じて給付制

限を適用するなどの措置を講じて早急な納入を

促します。 
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２ 介護サービス基盤の整備 

平成 26 年度から，いわゆる団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37 年度にかけて，

65 歳以上の第１号被保険者数の増加率より，要介護リスクの高まる 75 歳以上の後

期高齢者の増加率が高くなることが見込まれます。 

増加が見込まれる中重度者に対して，できる限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを続けることができるよう，特に医療依存度の高い在宅生活者をケアするサー

ビスの整備を重点的に進めることが必要となります。 

また，認知症の高齢者も増加が見込まれるため，認知症に対応したサービスの充

実が必要です。 

介護保険法の改正により，これまで全国共通の基準で提供されていた予防訪問介

護と予防通所介護が，市が実施する新しい介護予防・日常生活支援総合事業（以下，

新しい総合事業）に移行されることになり，新たなサービス供給体制づくりが必要

です。 

 

(1) 介護保険サービスの供給体制確保 

・ 地域密着型サービスは，増加する認知症高齢者や要介護３以上の，特に医療

依存度の高い高齢者のニーズに対応できる体制を整備します。 

・ 居宅サービスは，要介護状態にある高齢者だけでなく，在宅介護を支える家

族の負担軽減にも配慮したサービスを提供していきます。また，認定者の増

加に対応できる必要なサービスも整備していきます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 地域密着型サービスの整

備 

小規模多機能型居宅介護について，計画的に

整備していきます。また，このサービスに訪問

看護を組み合わせたサービスも視野に入れなが

ら柔軟に整備を進めます。 

医療依存度の高い高齢者や高齢者のみ世帯等

の在宅生活に不安を抱える高齢者に対応するた

め，定期巡回・随時対応型訪問介護看護の充実

を図ります。 

認知症高齢者の増加に対応するため，認知症

対応型共同生活介護を計画的に整備し地域での

認知症ケアの拠点とします。 

② 居宅サービスの整備 認定者が増加する中，県と連携しながら利用

見込量に応じて必要なサービスを整備します。 
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③ 施設サービスの整備 施設サービスは，地域密着型サービスや居宅

サービスを中心に整備する中で，県と協議しな

がら，現状を維持します。 

 

 

(2) 地域密着型サービスの整備計画 

・ 本計画期間においては，下表のとおり小規模多機能型居宅介護（看護小規模多

機能型居宅介護を含む）１箇所，認知症対応型共同生活介護２箇所の新規整備

を見込みます。 
 

小規模多機能型居宅介護（看護小規模多機能型居宅介護を含む） 

   整備済 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

新規整備数 
箇所 － － － 1 

定員 － － － 25 

整備総数 
箇所 3 3 3 4 

定員 75 75 75 100 

認知症対応型共同生活介護 

   整備済 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

新規整備数 
箇所 － － 1 1 

定員 － － 18 18 

整備総数 
箇所 12 12 13 14 

定員 144 144 162 180 

 

 

(3) 新しい総合事業の実施体制づくり 

・ 平成 29 年４月から介護予防訪問介護，介護予防通所介護を新しい総合事業へ

移行します。 

・ 移行当初は，介護予防訪問介護，介護予防通所介護の見込み量を，新しい総

合事業における訪問型サービス，通所型サービスの見込み量とします。 

・ 新しい総合事業については，移行当初は現行の介護予防訪問介護及び介護予

防通所介護の事業所が主な担い手となりますが，ボランティア等住民主体の

新たな担い手の発掘・育成に取り組みます。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 訪問型サービス，通所型

サービス等の見込み量等

の検討 

新しい総合事業で実施される訪問型サービ

ス，通所型サービスの見込量は，現行の介護予

防通所介護，介護予防訪問介護サービス量をも
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とに算定します。 

訪問型サービス，通所型サービス以外のその

他の生活支援サービスについては，ボランティ

ア等住民主体の新たな担い手において必要なサ

ービスの種類や量を調査・検討します。 

② 専門性が求められるサー

ビス等の提供 

現行の介護予防に相当する専門性の高いサー

ビスや，一部基準を緩和したサービスについて

は，現在の指定介護予防サービス事業者を「み

なし事業者」に位置づける方向で，事業所への

ヒアリングを通じて運営基準・単価等事業の実

施に必要な事項を規定します。 

③ ボランティア制度の拡充 ボランティア制度を拡充し，元気な高齢者が

ごみ出し等日常生活支援を必要とする方を支え

る仕組みづくりを進めます。 

老人クラブでは，その組織力を活かして，地

域の高齢者の見守り支援や，ごみ出しなどの簡

単な在宅高齢者支援を行える体制づくりを進め

ます。 

④ 新しい担い手づくり 元気な高齢者等が，ボランティアグループな

どを組織し，生活機能の低下した高齢者を支え

る取り組みを支援します。 

シルバー人材センターでは，生活支援サービ

スを提供するなど，社会ニーズに対応した事業

の開拓に積極的に取り組みます。 

生活支援コーディネーター20を市に配置し，介

護予防・生活支援サービスの担い手として活動

するボランティア等の養成・組織化や生活支援

サービスのメニュー開発などを企画します。 

生活支援サービスの基盤整備には，ボランテ

ィアのほかに，NPO，民間企業，協同組合，社会

福祉法人など，多様な団体との情報共有や連携

が必要であることから，協議体21を設置します。 

 

 

                                      
20生活支援コーディネーター：地域おいて高齢者の生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート

機能を果たす者。 
21 協議体：市町村が主体となって設置し，多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する

場。 
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第４節 地域包括ケアへの取り組み 

 

１ 地域ネットワークづくり 

高齢期になっても健康に配慮しながら，社会参加し，生きがいを持って生活を続

けることで，自分らしく生活することができます。しかし，加齢により疾病等のリ

スクが他の年代と比べて高まる高齢者の「生活の質（ＱＯＬ22）」を維持するために

は，本人の意志や努力はもとより，介護や医療サービスを含め地域で支える仕組み

をつくることが重要です。 

まず，地域の高齢者の総合的な相談・支援機関である地域包括支援センターと行

政が中心となって，医療や介護などの専門職，民生委員など地域住民を含めた「顔

の見える」ネットワークを作り，地域の高齢者の生活を支えていく基盤とします。 

また，認知症高齢者の一層の増加が見込まれることから，認知症に対しては，重

点的に取り組みます。高齢者本人や地域の人々に，認知症に対する正しい知識を持

ってもらい，早期発見・早期対応につなげるとともに，症状に応じた適切なケアの

提供体制を構築します。 

介護に加え，医療的な処置が必要になると，自宅での生活を希望していても，家

族への負担など様々な不安から，病院や施設での生活を選ぶ高齢者もいると思われ

ます。こうした状態になっても，本人や家族が希望すれば，医療と介護のサービス

を組み合わせて利用することで，自宅での生活を継続できるような体制を整備しま

す。 

地域とのつながりが希薄化している中で，地域の様々な主体がそれぞれの役割分

担の下，相互に連携しながら，自宅で生活する上で配慮が必要な高齢者を見守り，

住み慣れた地域で安心して生活が送れる体制をつくります。さらに，福祉サービス

に加えて，日常の買い物支援など自宅での生活を安全・安心に継続できるよう支援

します。 

 

 

(1) 地域包括支援センターの機能強化 

・ 介護保険法改正に伴い，本計画期間中から本市でも新たに介護予防・生活支

援事業を開始するため，要支援者に加え，介護予防・生活支援サービスが必

要な人に対してもケアマネジメントを行う必要があります。 

・ 地域包括ケアシステムを推進するため，その中核機関として，関係各機関と

の連携を強化し，その質の向上を図る必要があります。 

                                      
22ＱＯＬ（quality of life）：「生活の質」，「生命の質」，「人生の質」と訳され，専門分野や文脈によって使い分

けられている。一般的な考えは，生活者の満足感，安心感，幸福感を規定している諸要因の質。 
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・ 現在の業務に加え，認知症施策の推進や在宅医療・介護の連携の推進を図る

中で，業務内容の拡大や業務量の増大に応じた組織体制の強化を図ります。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症対応力の充実 地域包括支援センター内に専門的な研修を受

講した認知症地域支援推進員を配置し，認知症

対応力を強化します。 

② 職員の資質向上 認知症ケアや在宅医療に関する知識を深める

ための研修を実施し，地域の事業所への支援機

能を高めます。 

 

 

(2) 地域包括支援センターの効果的な運営 

・ 地域包括支援センター全体の質の向上につなげていきます。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 情報共有の推進 定例会，各専門職連絡会を定期的に開催し，

地域包括支援センター職員間で顔の見える情報

交換や研修の場を設けます。 

② 活動への支援 

 

市は，関係機関との連携強化，困難事例への

対応，地域ケア会議の開催など多方面において

支援を行います。 

 

 

(3) 地域ケア会議の充実 

・ 個別ケースの地域ケア会議を開催し，同時に相談業務など日々の活動を通じ

て，地域共通の課題を発見し，地域に必要な社会資源の開発や地域づくりに

向けた協議を通して，地域課題の解決につなげます。 

・ 地域で解決できない課題については，市全域での解決に向けて，施策に反映

させる仕組みをつくります。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 地域ケア会議開催の支援 個別ケースでの会議開催を円滑にするため，

市が関係団体への参加呼びかけなどの支援を行

います。 
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また，多職種連携会議の開催を通して，「顔の

見える」関係づくりを支援し，地域ケア会議の

円滑な開催につなげます。 

② 施策への反映 地域ケア会議を通して，見えてきた地域共通

の課題について，各種会議や関係団体等と連携

しながら検討し，その結果を施策に反映します。 

 

 

(4) 高齢者団体等との連携 

・ 既存の高齢者団体等との連携を強化しながら，高齢者が住み慣れた地域で安

心して生活が送れる体制をつくります。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 老人クラブの活用 老人クラブでは，その組織力を活かして，地

域の高齢者の見守り支援や，ごみ出しなどの簡

単な在宅高齢者支援を行える体制づくりを進め

ます。 

② シルバー人材センターの

活用 

シルバー人材センターでは，生活支援サービ

スを提供するなど，社会ニーズに対応した事業

の開拓に積極的に取り組みます。 

 

 

(5) ボランティア活動の促進 

・ 地域の様々な主体がそれぞれの役割分担の下，相互に連携しながら，自宅で

生活する上で配慮が必要な高齢者を見守る体制を整えるために，ボランティ

ア活動を促進します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① ボランティアの育成 元気な高齢者等が，ボランティアグループな

どを組織し，生活機能の低下した高齢者を支え

る取り組みを支援します。 

② 生活支援コーディネータ

ーの配置 

生活支援コーディネーターを市に配置し，介

護予防・生活支援サービスの担い手として活動

するボランティア等の養成・組織化や生活支援

サービスのメニュー開発などを企画します。 
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③ 多様な担い手による協議

体の設置 

生活支援サービスの基盤整備には，ボランテ

ィアのほかに，NPO，民間企業，協同組合，社会

福祉法人など，多様な団体との情報共有や連携

が必要であることから，協議体を設置します。 
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２ 認知症施策の総合的推進 

 

(1) 認知症施策の検討・推進 

・ 認知症に関わる医療や介護，福祉等の関係者の代表が，施策の進行管理や問

題点の検討を行うほか，新たな課題についても対応策を協議します。 

・ 委員会を構成する機関など，関係団体との協力体制を構築します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症施策の検討・推進 見守りネットワーク事業運営協議会におい

て，認知症に関する課題の整理と対応策を検討

し，施策に反映させます。 

協議会の構成機関をはじめ，関係団体と協

力・連携しながら施策を実行します。 

施策の効果を定期的に検証し，問題点の改善

を進めるほか，新たな課題についても対応策を

協議します。 

 

 

(2) 認知症の知識の普及・啓発 

・ 認知症の人が，住み慣れた地域で暮らし続けることができるように，地域の

住民の認知症に対する正しい理解を深め，認知症の人や家族を温かく見守り，

支援が行われる地域づくりにつなげます。 

・ 地域包括支援センターが，認知症の相談窓口であることを広く周知します。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症の知識の普及・啓

発 

子どもから大人まで幅広い年齢層に対して認

知症サポーター養成講座を開催します。開催に

当たっては，高齢者と接する機会の多い企業等

に対しても，受講を働きかけます。 

地域包括支援センターは，認知症に関する相

談窓口になるとともに，認知症サポーターに対

しては，必要な情報を提供し，活動しやすい環

境を整備します。 
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(3) 認知症予防に向けた取り組みの実施 

・ 高齢期を迎える前からの生活習慣病予防が，認知症の予防に効果があるため，

適切な生活習慣の普及・指導に努めます。 

・ 認知症予防の視点から，効果的な介護予防教室等の実施に努めます。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症予防に向けた取り

組みの実施 

高齢期前に，健康診断結果からの訪問対象者

に対して，生活習慣病の予防が認知症予防につ

ながるという観点から助言を行います。 

また，介護予防教室では，脳のトレーニング

教室など効果的な認知症予防プログラムを実施

します。 

 

 

(4) 認知症の早期発見・早期対応 

・ 高齢者が，認知機能をチェックする機会を持ち，その結果認知機能低下の疑

いがあれば，二次検診を受診するという流れを浸透させていきます。 

・ 身近なかかりつけの医療機関が，認知症に対する理解を深め，適切な医療と

介護サービスにつなげられるよう，認知症に関する専門医療機関との連携を

図っていきます。 

・ 認知症が疑われる症状が出現した時点で，本人や家族が適切な支援を受けら

れる体制をつくります。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知機能低下のチェック

と連携 

高齢者の生活機能低下を判断する基本チェッ

クリストに，認知症に関する項目を追加して認

知症検診を行います。 

「認知機能の低下の疑いあり」と判断された

高齢者に対して，受診を勧奨します。また，未

受診者へのフォローも行います。 

経過観察が必要となった場合には，地域包括

支援センター及び関係機関と連携して支援しま

す。 

② 早期対応・支援のための

体制づくり 

認知症地域推進員を設置するとともに，地域

包括支援センター及び関係機関と連携しなが

ら，早期診断・早期対応に向けた支援を行いま

す。 
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(5) 認知症ケアの充実・地域づくり 

・ 認知症は病気の進行によって，症状が変化し，その症状によって必要な医療・

介護サービスが異なってきます。症状の変化に応じて，適切なサービスにつ

ながるように，インフォーマルサービス23も含めた，医療・介護・福祉などの

サービスを整理した認知症ケアパス24を活用し，わかりやすく提示していきま

す。 

・ 認知症に関わる介護職の対応力の向上を目指し，研修や相談指導を行います。 

・ 徘徊により行方不明になった場合に，徘徊高齢者の情報を地域の様々な団体

や民間事業者及び個人が共有し，対象者の早期発見と早期保護ができるよう

高齢者見守りネットワーク事業を推進します。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症に関する取り組み

の向上 

認知症地域支援推進員を配置し，市全体の認

知症に関する取り組みを推進していきます。 

推進員は認知症に関わる介護職の対応力向上

のため，研修会の実施や，個別事例について相

談・アドバイスを行います。 

② 認知症ケアパスの普及 認知症の症状に応じた適切なサービスにつな

がるよう，介護や医療のサービス，見守りや配

食等のインフォーマルサービス等を整理した認

知症ケアパスの普及に努めます。 

③ 徘徊ＳＯＳネットワーク

の構築 

警察や消防，高齢者とかかわりの深い福祉関

係団体，民間事業者等との見守りネットワーク

を構築し，徘徊高齢者の早期発見を行う仕組み

づくりを進めます。 

④ 高齢者等あんしん登録票

の普及促進 

日常生活に不安のある高齢者等の情報を登録

し，警察や消防，行政と情報共有することで，

登録者が行方不明になった場合及び緊急搬送さ

れた場合等の情報把握が円滑となるように努め

ます。 

 

 

                                      
23インフォーマルサービス：近隣や地域社会，ボランティアなどが行う非公式的な援助。 
24認知症ケアパス：認知症の人とその家族が，地域の中で本来の生活を営むために，認知症の人と家族及び地域・

医療・介護の人々が目標を共有し，それを達成するための連携の仕組みです。 
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(6) 認知症の人とその家族への支援 

・ 認知症の人が，気軽に集って話をしたり，相談したりできる場を充実させま

す。 

・ 介護予防のための事業として，家族介護支援事業などに取り組みます。 

 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 認知症の人と家族の集い

の場の充実 

認知症の人やその家族，地域住民などが気軽

に集まり，認知症について語り合ったり，専門

スタッフに相談できる交流の場づくりを支援し

ます。 

② 家族介護支援事業 要介護高齢者を介護する家族等に対し，適切

な介護知識・技術を習得することを内容とした

家族介護教室を開催し，介護者を日常の介護か

ら一時的に開放し，心身の健康増進，元気回復

（リフレッシュ），参加者同士の情報交換を行

い，お互いの介護負担の軽減を図ります。 
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３ 在宅医療・介護の連携推進 

後期高齢者の増加に伴い，在宅で医療と介護を必要とする高齢者の増加が見込ま

れており，在宅医療や介護サービスの供給体制を整備していく必要があります。そ

のためには，在宅医療・介護連携を市全体で推進するために，医師会を中心とした

関係団体の理解と協力を得ながら，一体的に取り組む必要があります。 

また，在宅医療と介護の連携を円滑に行っていくためには，多職種間の連携が不

可欠です。しかし，多職種の協働には時間的制約もあり，効率的な情報共有に向け

た工夫が必要です。 

さらに，高齢者の多くが，介護に加えて，医療上の処置が必要になったとき，在

宅での暮らしを望む一方で，在宅での生活に不安を感じている人も多い現状です。  

そのため，介護と医療上の処置が必要になったとき，希望する在宅での生活をイ

メージできるよう支援体制等を周知する必要があります。 

 

(1) 在宅医療に関する情報提供 

・ 在宅で医療や介護を受けながら生活することについて，高齢者が容易にイメ

ージし理解できるような情報を提供します。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 在宅医療・介護について

の普及・啓発 

在宅での医療と介護について理解を深めるた

め，定期的な在宅ケア講習会を開催します。 

高齢者が求める情報を収集・整理し，広報紙

やパンフレットをはじめ，ホームページでの掲

載等も含め，様々な形で周知します。 

② かかりつけ医・歯科医・

薬局の普及・啓発 

市民の日頃の健康管理のために，「かかりつけ

医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」の

役割や必要性について普及啓発を図ります。 

 

 

(2) 在宅医療・介護従事者の連携体制の構築 

・ 在宅医療・介護検討協議会を開催し，施策の進行管理や問題点の検討を行う

ほか，新たな課題についても対応策を協議します。 

・ 医療職や介護職などの多職種が協働意識を高め，連携を強化できる機会を作

ります。 

・ 日常生活圏域ごとに，地域特性に応じた在宅医療・介護の連携体制の構築を

図ります。 
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≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 在宅医療・介護の連携に

関る施策の検討・推進 

 

医師会との連携により，在宅医療の推進体制

を構築します。 

医師や歯科医師，薬剤師，ケアマネジャーな

ど，在宅医療・介護分野の各職種の代表が，在

宅医療・介護の連携に関する課題や具体的な対

策等について協議・検討します。 

協議会を構成する団体を中心に，関係団体と

協力・連携しながら施策を実行します。 

② 多職種連携会議の開催 在宅医療と介護に関する事例検討等を行う多

職種連携会議を開催し，お互いの役割を理解し

た顔の見える関係づくりを進めます。 

また，市全体だけでなく，日常生活圏域ごと

でも開催します。 

③ ケアマネジャーの医療知

識の向上 

医療サービスを含めた適切なケアプランの作

成や，入退院時を含めた医療職との連携に欠か

せない基本的な医療的知識の修得のための研修

を開催します。 

④ 在宅医療・介護の連携に

向けた情報共有システム

構築の検討 

地域の医療・介護の関係者が連携して高齢者

のケアの向上を行うことが必要であり，市民へ

の医療・介護サービスに携わる多くの職種が連

携するために，情報共有システムの開発・活用

について，先進事例の研究などを進めます。 
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４ 地域生活支援体制の充実 

ひとり暮らし等高齢者世帯の増加といった世帯構成の変化や，自治会加入率の低

下などにより，家族や地域のつながりが希薄になっており，誰からも目をかけられ

ない，社会的に孤立する高齢者が増えることが予想されます。 

そのため，支援を要する高齢者等を地域で見守り，適切な支援にいち早くつなげ

ていくための体制づくりが急務となっています。 

また，ひとり暮らし高齢者は，家族による日常的な安否確認が行えないため，在

宅で安心して生活するためには，急病や事故が起こった場合に，速やかに通報され，

また迅速かつ適切な救命活動が行われるよう，支援する必要があります。 

高齢に伴って，日常的な軽作業が困難になったり，在宅での介護を必要とする場

合があります。こうした生活機能が低下した高齢者が，住み慣れた地域で安心して

快適に過ごせるための支援が必要です。 

 

(1) 地域見守り体制の充実 

・ 民生委員や地域包括支援センター，社会福祉協議会等の地域の様々な福祉団

体や民間事業者と連携し，支援が必要な高齢者を地域で見守るネットワーク

の充実を図ります。 

・ 民生委員に，地域で孤立する恐れのあるひとり暮らし等高齢者の個人情報を

提供し，地域の中で援助を必要としている高齢者の実態把握を進め，定期的

に見守ります。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 地域見守りネットワーク

支援事業の推進 

アドバイザーとして登録された方が，65 歳以

上の寝たきり，ひとり暮らしの高齢者世帯等要

援護者に対し，安否確認や声かけ，見守り活動

などを行います。 

また，定期的な訪問活動を通して地域の融和

が図られ，ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消

に役立てます。 

さらに，高齢者見守りネットワーク事業と連

携し，地域で安心して生活できる環境づくりを

進めます。 

② ひとり暮らし等高齢者の

実態把握 

住民基本台帳に基づき，ひとり暮らし等高齢

者世帯の住所，氏名，年齢等の情報を民生委員

に提供し，戸別訪問等によるひとり暮らし等高

齢者の全数把握を進めます。 
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見守り活動において適切な個人情報の保護と

活用を図るため，個人情報保護に関する周知徹

底を行い，本人の同意取得や個人情報の管理方

法の徹底を行います。 

 

 

(2) 日常生活に不安のある高齢者へのサービス 

・ 軽作業に支援を必要とするひとり暮らし等高齢者に，生活状況に応じた福祉

サービスを提供し，在宅での生活を支援します。 

・ 収入状況によっては必要な福祉サービスを利用する場合に，利用者負担の軽

減を行います。 
 

≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 心配ごと相談等事業 民生委員・弁護士等を中心に，心配ごと相談・

法律相談等を定期的に開催し，高齢者等の身の

回りの心配ごとや悩みごと等の問題解決に努

め，安心感を与えることにより，心身の健康が

保たれるよう事業の推進を図っていきます。 

② 高齢者緊急ショートステ

イ事業 

おおむね 65 歳以上の者に対する虐待等の理

由により，在宅生活が困難になった者について，

一時的に介護保険サービス事業所に入所させる

ことにより，高齢者の心身の安全を確保し，高

齢者の福祉向上を図るように努めます。 

③ 在宅寝たきり老人等寝具

洗濯サービス事業 

在宅で寝たきりのおおむね 65 歳以上の高齢

者及び身体障害者で寝具の衛生管理等が困難な

方に対し，寝具洗濯及び乾燥消毒のサービスを

提供することにより，清潔で快適な生活の支援

を図っていきます。 

④ 緊急通報体制等整備事業 おおむね 65 歳以上の高齢者又は身体障害者

のうち，ひとり暮らしであること等により急病

や災害等の緊急時に，迅速かつ適切な対応がと

れない方を対象に，通報先を親族・隣人等とし，

緊急通報装置を給付します。また，消防署や社

会福祉施設，医療機関等を含めた通報体制の整

備に努めていきます。 

⑤ 「食」の自立支援事業 おおむね 65 歳以上の単身世帯，高齢者のみの

世帯，又はこれに準ずる世帯に属する虚弱な高齢
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者及び身体障害者の方に対して，食の自立支援や

介護予防の観点から，面接調査により総合的に判

断しサービスを提供します。原則として年末年始

を除き昼食と夕食を居宅に配食し，食生活の改善

や社会的孤独感の解消，安否確認を行い，在宅で

の自立した生活を支援していきます。 

⑥ 紙おむつ等支給事業 在宅で寝たきり等にあり，常時紙おむつ等を

必要とする要介護者（要介護３～５）又は重度

心身障害者の方に対し紙おむつ等を支給し，介

護家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減す

るとともに利用者の在宅福祉の向上を図ってい

きます。 

※事業の一部は，地域支援事業として実施します。

（地域支援事業は，要介護４・５の高齢者で介

護世帯及び利用者世帯いずれも住民税非課税世

帯の方が対象となります。） 

⑦ 訪問理容・美容助成事業 在宅で寝たきり等のため，理容所・美容所で

の理髪・整髪が困難な状況にある 65 歳以上の高

齢者が，理容業者・美容業者の出張業務を受け

た場合の理容料・美容料を助成することにより，

衛生管理と在宅福祉の増進を図っていきます。 

⑧ 老人福祉車購入費助成事

業 

老人福祉車の購入費の一部を助成し，高齢者

の日常生活での便宜を図るとともに，高齢者の

健康管理に努めます。 

 

 

(3) 高齢者の住まい環境と生活環境の整備 

・ 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように，住環

境の整備を支援します。 

・ 高齢者の移動手段の支援として，交通ネットワークについて周知し利用を促

進します。 

・ 安全で快適に生活できるように計画的な歩道のバリアフリー25化や，公共施設

のバリアフリー化，生活環境におけるバリアフリー化を関係機関と連携し進

めます。 

 

                                      
25バリアフリー：バリアとは通行や出入り口をはばむ柵や防壁障害物のことをいう。一般的には高齢者や障害者の

歩行，住宅などの出入り口を妨げる障害がなく，動きやすい環境のことであるが，社会基盤や施設の障壁，

制度上の障壁，そして心の障壁を取り除くことをさす場合もある。 
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≪具体的施策・事業及び具体的な取り組み≫ 

具体的施策・事業 具体的な取り組み 

① 住まい環境の整備支援 高齢者向け住宅改修を施工しようとする者に

対し，相談・助言を行うとともに，居宅介護住

宅改修費等の支給申請に係る意見書等作成費を

助成します。 

② 高齢者世話付住宅に対す

る生活援助員派遣 

60 歳以上の単身世帯又は夫婦のみでいずれ

かが 60 歳以上の世帯などで，高齢者世話付き住

宅に居住する方に対して生活援助員を派遣し，

生活支援・相談・安否確認・緊急時の対応等の

サービスを提供します。入居者が自立して安全

かつ快適な生活を営むことができるよう，在宅

生活の支援に努めていきます。 

③ 高齢者等が移動しやすい

交通機関の整備 

高齢者等の移動手段として，平成 14 年 10 月

に市内循環バスの運行を開始しました。今後も，

関係機関と連携を深め，高齢者等が気軽に活用

できるよう支援していきます。 

④ 高齢者を対象とした交通

安全教室の開催 

高齢者向けの交通安全教室のＰＲを行い，多

くの高齢者が受講するよう努めるとともに，わ

かりやすい内容を心がけ，交通ルールの再確認

及び交通マナーの向上に努めていきます。 

⑤ 歩行空間の整備 市民が安全で快適に道路を利用できるよう，段

差の解消や視覚障害者用ブロックの設置等，計画

的な歩道のバリアフリー化に取り組みます。 

⑥ 公共施設等バリアフリー

の推進 

高齢者や障害者など，だれにもやさしいまち

づくりを推進するため，すべての施策・事業に

おいてユニバーサルデザイン26の考え方を取り

入れていきます。 

高齢者が気軽に外出し，買い物や通院だけで

はなく，さまざまな場所に出向き，希望する活

動に参加できるよう，道路整備においては，高

齢者が安心して利用できる歩道の整備や既存部

分のバリアフリー化等の推進に努めます。 

また，未整備の施設や地域については，関係

機関と連携を図り，今後，必要性やニーズに基

づき検討します。 

                                      
26ユニバーサルデザイン：ユニバーサルデザインとは，「すべての人のためのデザイン」を意味し，年齢や障害の

有無などにかかわらず，最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイン

すること。 
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第４章 高齢者福祉事業の見込み 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう，また，心身機能

の低下により自立した生活に不安のある高齢者が要介護状態にならないよう予防的

視点を重視し，介護保険サービス以外にもさまざまな在宅福祉サービスを提供しま

す。 

 

１ 高齢者等の生活支援事業 

                         

 平成 26 年度 

実績見込み 

平成 27 年度 

見込み 

平成 28 年度 

見込み 

平成 29 年度 

見込み 

(1) 砂むし温泉入浴事業 

65 歳以上の高齢者及び身体障害者の方に対し，砂むし温泉利用券を発行し，高齢者

等の健康の保持増進及び保健の向上を図っていきます。       （人数：人） 

 発行者数   1,450 1,500 1,550 1,600 

入浴回数   17,000 17,500 17,800 18,200 
 

(2) はり・きゅう等施術料助成事業 

65 歳以上の高齢者及び身体障害者の方に対し，はり・きゅう及びマッサージ指圧施

術の助成券を発行し，高齢者等の健康保持及び保健の向上を図っていきます。 

 年間使用枚数  20,500 20,500 21,000 21,500 
 

(3) 地域見守りネットワーク支援事業（在宅福祉アドバイザー設置事業から名称変更） 

アドバイザーとして登録された方が，65 歳以上の寝たきり，ひとり暮らしの高齢者

世帯等要援護者に対し，安否確認や声かけ，見守り活動などを行います。 

また，定期的な訪問活動を通して地域の融和が図られ，ひとり暮らし高齢者の孤独感

の解消に役立っています。この事業の推進を図り，アドバイザーを核とした近隣保健福

祉ネットワークの構築に努めていきます。             （人数：人） 

 アドバイザー数 550 550 550 550 

 対象世帯数 2,900 2,950 3,000 3,050 
 

(4) 心配ごと相談等事業 

民生委員・弁護士等を中心に，心配ごと相談・法律相談等を定期的に開催し，高齢者

等の身の回りの心配ごとや悩みごと等の問題解決に努め，安心感を与えることにより，

心身の健康が保たれるよう事業の推進を図っていきます。      （人数：人） 

 利用者数  210 220 220 220 
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 平成 26 年度 

実績見込み 

平成 27 年度 

見込み 

平成 28 年度 

見込み 

平成 29 年度 

見込み 

(5) 高齢者緊急ショートステイ事業 

おおむね 65 歳以上の者に対する虐待等の理由により，在宅生活が困難になった者に

ついて，一時的に介護保険サービス事業所に入所させることにより，高齢者の心身の安

全を確保し，高齢者の福祉向上を図るように努めます。        （人数：人） 

 利用者数 0 3 3 3 

 利用回数 0 3 3 3 

 

(6) 在宅寝たきり老人等寝具洗濯サービス事業 

在宅で寝たきりのおおむね 65 歳以上の高齢者及び身体障害者で，寝具の衛生管理等

が困難な方に対し，寝具洗濯及び乾燥消毒のサービスを提供することにより，清潔で快

適な生活の支援を図っていきます。                （人数：人） 

 利用者数  15 20 20 20 

 

(7) 緊急通報体制等整備事業 

おおむね 65 歳以上の高齢者又は身体障害者のうち，ひとり暮らしであること等によ

り急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応がとれない方を対象に，通報先を親族・

隣人等とし，緊急通報装置を給付します。また，消防署や社会福祉施設，医療機関等を

含めた通報体制の整備に努めていきます。             （人数：人） 

 設置人数  20 30 30 30 

 設置延べ台数 645 675 705 735 

 

(8) 「食」の自立支援事業 

おおむね 65 歳以上の単身世帯，高齢者のみの世帯，又はこれに準ずる世帯に属する

虚弱な高齢者及び身体障害者の方に対して，食の自立支援や介護予防の観点から，面接

調査により総合的に判断しサービスを提供します。原則として年末年始を除き昼食と夕

食を居宅に配食し，食生活の改善や社会的孤独感の解消，安否確認を行い，在宅での自

立した生活を支援していきます。 

※事業の一部は，地域支援事業でも実施しています。        （人数：人） 

 利用者数  20 20 21 22 

 配食数 8,500 8,500 8,700 9,000 

 

(9) 紙おむつ等助成事業 

在宅で寝たきり等にあり，常時紙おむつ等を必要とする要介護者（要介護３～５）又

は重度心身障害者の方に対し紙おむつ等を支給し，介護家族の身体的・精神的・経済的

負担を軽減するとともに利用者の在宅福祉の向上を図っていきます。 

※事業の一部は，地域支援事業でも実施しています。        （人数：人） 

 利用者数  195 200 205 210 
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 平成 26 年度 

実績見込み 

平成 27 年度 

見込み 

平成 28 年度 

見込み 

平成 29 年度 

見込み 

(10) 訪問理容・美容助成事業 

在宅で寝たきり等のため，理容所，美容所での理髪，整髪が困難な状況にある 65 歳

以上の高齢者が，理容業者，美容業者の出張業務を受けた場合の理容料，美容料を助成

することにより，衛生管理と在宅福祉の増進を図っていきます。   （人数：人） 

 利用者数  17 20 20 20 

 

(11) 老人福祉車購入費助成事業 

老人福祉車の購入費の一部を助成し，高齢者の日常生活での便宜を図るとともに，高

齢者の健康管理に努めます。                   （人数：人） 

 利用者数  200 200 200 200 
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第５章 介護保険給付等対象サービスの見込み 

 

第１節 居宅サービス等の見込量 

 

【基本的な考え方】 

要介護者に対する居宅サービス量の見込み及び要支援者に対する介護予防サービ

ス量の見込みにあたっては，平成 26 年度の利用実績を基礎として，必要な要素を

総合的に勘案し，各年度におけるサービスの種類ごとの見込量を設定します。 

なお，介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については，介護予防・日常生活

支援総合事業への移行時期を踏まえ，移行する要支援の利用者数を減じた上で見込

量を設定します。 

また，通所介護，介護予防通所介護については，新たに創設される地域密着型通

所介護に移行する利用者数を減じた上で見込量を設定します。 

 

１ 訪問介護・介護予防訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が家庭を訪問し，入浴・排せつ・食事などの介

護や身のまわりの世話をするサービスです。 

 

訪問介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 54,651.6  56,268.0  56,929.2  

利用者数 （人数/年） 4,044  4,596  5,160  

給付費 （千  円） 140,553  144,374  146,570  

  

介護予防訪問介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 2,232  2,244  1,140  

給付費 （千  円） 39,780  40,767  21,087  
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２ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

要介護・要支援者の家庭を，移動入浴車が訪問し，入浴の介護を行うサービスで

す。 

 

訪問入浴介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 818.4  925.2  866.4  

利用者数 （人数/年） 192  228  240  

給付費 （千  円） 7,220 7,058 6,725 

 

介護予防訪問入浴介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 0.0  0.0  0.0  

利用者数 （人数/年） 0  0  0  

給付費 （千  円） 0  0  0  

 

 

３ 訪問看護・介護予防訪問看護 

看護師等が要介護・要支援者の家庭を訪問し，療養上の世話または必要な診療補

助を行うサービスです。 

 

訪問看護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 2,498.4  2,320.8  2,487.6  

利用者数 （人数/年） 444  444  492  

給付費 （千  円） 17,271 17,758 19,585 

 

介護予防訪問看護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 658.8  667.2  585.6  

利用者数 （人数/年） 132  144  132  

給付費 （千  円） 2,681  2,749  2,353  
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４ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

主治医の判断に基づき，理学療法士27や作業療法士28などが家庭を訪問し，心身機

能の維持回復及び日常生活の自立支援を目的に，必要なリハビリテーションを行う

サービスです。 

 

訪問リハビリテーション 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 9,207.6  9,440.4  9,630.0  

利用者数 （人数/年） 888  972  1,092  

給付費 （千  円） 25,290 25,779 26,184 

 

介護予防訪問リハビリテーション 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 3,220.8  3,716.4  4,254.0  

利用者数 （人数/年） 252  288  312  

給付費 （千  円） 8,252  9,505  10,884  

 

 

５ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

要介護・要支援者に対し，病院や診療所の医師，歯科医師，薬剤師，管理栄養士

等が定期的に療養上の管理及び指導等を行うサービスです。 
 

居宅療養管理指導 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 828  852  828  

給付費 （千  円） 6,923 6,945 6,886 

 

介護予防居宅療養管理指導 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 96  96  96  

給付費 （千  円） 583  594  606  

                                      
27理学療法士：厚生労働大臣の免許を受けて，医師の指示の下に，理学療法を行う者。理学療法とは身体に障害の

ある人に対して，主としてその基本動作能力の回復を図るため，治療体操その他の運動を行わせ，

また，マッサージ，温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 
28作業療法士：厚生労働大臣の免許を受けて，医師の指示の下に，作業療法を行う者。作業療法とは心身に障害の

ある人又はそのおそれのある人に対して，主としてその応用動作能力又は社会的適応能力の回復を

図るため，手芸や工作その他の作業を行わせることをいう。 



第５章 介護保険給付等対象サービスの見込み                      

72 

 

６ 通所介護・介護予防通所介護 

デイサービスセンターで，入浴・排せつ・食事などの介護，その他の日常生活の

世話や機能訓練を行うサービスです。 
 

通所介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 62,193.6  46,142.4  49,398.0  

利用者数 （人数/年） 5,208  3,744  3,864  

給付費 （千  円） 489,695 359,483 382,880 

   

介護予防通所介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 1,848  1,200  552  

給付費 （千  円） 60,531  41,662  20,546  

 

 

７ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援等を目的に，要介護・要支援者が老

人保健施設や病院等に通所し，必要なリハビリテーションを受けるサービスです。 
 

通所リハビリテーション 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年） 52,702.8  54,435.6  55,449.6  

利用者数 （人数/年） 5,736  6,144  6,480  

給付費 （千  円） 431,194 439,337 443,932 

 

介護予防通所リハビリテーション 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 1,788  1,788  1,800  

給付費 （千  円） 67,342  67,094  67,646  

 

 

 

 

 

 



                    第５章 介護保険給付等対象サービスの見込み 

73 

 

８ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

要介護・要支援者を対象に，介護者が疾病や出産・社会的行事・休養や旅行等の

理由により一時的に介護が困難になった場合，要介護・要支援者を短期間特別養護

老人ホーム等で介護するサービスです。 

 

短期入所生活介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （日数/年） 6,122.4  5,812.8  5,468.4  

利用者数 （人数/年） 720  696  684  

給付費 （千  円） 47,263 44,680 42,012 

   

介護予防短期入所生活介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （日数/年） 171.6  176.4  182.4  

利用者数 （人数/年） 24  24  24  

給付費 （千  円） 1,296  1,332  1,376  

 

 

９ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

要介護・要支援者が，老人保健施設等に短期間入所し，看護や医学的管理下にお

ける介護，機能訓練，その他必要な医療等を受けるサービスです。 

 

短期入所療養介護 

    平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （日数/年） 3,067.2  3,189.6  3,492.0  

利用者数 （人数/年） 408  384  384  

給付費 （千  円） 30,048 31,790 35,481 

 

介護予防短期入所療養介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （日数/年） 118.8  144.0  134.4  

利用者数 （人数/年） 24  24  24  

給付費 （千  円） 1,079  1,133  1,189  
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10 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

介護保険上の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入所している要

介護・要支援者に対し，入浴・排せつ・食事等の介護，日常生活上の援助，機能訓

練等を行うサービスです。 

 

特定施設入居者生活介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 192  192  192  

給付費 （千  円） 32,588 32,525 32,525 

  

介護予防特定施設入居者生活介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 60  60  60  

給付費 （千  円） 6,857  6,844  6,844  

 

 

11 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

要介護・要支援者の日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸

与するサービスです。 

 

福祉用具貸与 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 6,732  7,176  7,548  

給付費 （千  円） 78,373 81,398 84,538 

 

介護予防福祉用具貸与 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 2,196  2,364  2,460  

給付費 （千  円） 13,691  14,785  15,360  
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12 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

要介護・要支援者の日常生活上の自立を助ける用具のうち，貸与になじまない排

せつ・入浴に関する用具について，その購入費用への保険給付を行うものです。 

 

特定福祉用具購入費 

    平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 204  216  228  

給付費 （千  円）  4,437 4,483 4,610 

 

特定介護予防福祉用具購入費 

    平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 120  120  132  

給付費 （千  円） 3,037  3,102  3,552  

 

 

13 居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費 

生活する環境を整えるために必要と認められる小規模な住宅改修を行った場合に，

住宅改修に要した費用の一部を支給するものです。 

 

居宅介護住宅改修費 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 180  192  204  

給付費 （千  円） 19,155  21,063  21,133  

 

介護予防住宅改修費 

    平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 180  180  192  

給付費 （千  円） 16,686  16,921  17,586  
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14 居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援・介護予防支援事業所は，利用者の意向をもとにした介護支援専門

員（ケアマネジャー）によるケアプランの作成や，サービス提供事業者等との連絡

調整など居宅サービス利用にかかわる総合調整を行うものです。 

 

居宅介護支援 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 11,964  12,312  12,588  

給付費 （千  円） 152,574  155,928  159,337  

 

介護予防支援 

    平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 5,652  5,532  5,280  

給付費 （千  円） 23,422  22,919  21,857  
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第２節 施設サービスの見込量 

 

【基本的な考え方】 

施設サービスについては，これまでの施設整備や入所待機者の状況などを考慮し

たうえで，本計画では，現状維持として各年度の介護サービス見込量を設定します。 

 

１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護を必要とする要介護者の生活の場として，介護や食事・入浴等の日常生

活上の支援が行われる施設です。 

 

介護老人福祉施設 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 2,340  2,340  2,340  

給付費 （千  円） 568,766  567,688  567,688  

 

２ 介護老人保健施設（老人保健施設） 

在宅への復帰を目標として要介護高齢者を対象に，リハビリテーションや介護・

看護を中心にした医療ケアと日常生活の支援を行う施設です。 

 

介護老人保健施設 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 3,420  3,420  3,420  

給付費 （千  円） 898,712  896,976  896,976  

 

３ 介護療養型医療施設（療養病床等） 

急性期の治療が終わり，病状は安定しているものの，長期間の療養が必要な方の

施設（病院）です。本計画では，他施設への転換を見込まず，現状維持とします。 

 

介護療養型医療施設 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 192  192  192  

給付費 （千  円） 57,729  57,617  57,617  
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第３節 地域密着型サービス等の見込量 

 

【基本的な考え方】 

要介護者に対する地域密着型サービス量の見込み及び要支援者に対する介護予防

地域密着型サービス量の見込みにあたっては，平成 26 年度の利用実績を基礎とし

て，必要な要素を総合的に勘案し，期間中の整備計画に基づいて，各年度における

サービスの種類ごとの見込量を設定します。 

また，新たに創設される地域密着型通所介護については，小規模通所介護（利用

定員が 18 人以下）に該当する事業所数などを参考に利用回数等を見込むこととし

ます。 

 

【地域密着型サービスの必要利用定員総数】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

認知症対応型共同生活介護 

 
新規整備数 

 － 1 1 

  － 18 18 

 整備総数 12 箇所 12 箇所 13 箇所 14 箇所 

 定員総数 144 床 144 床 162 床 180 床 

地域密着型特定施設 

 
新規整備数 

 
新規整備見込み無し 

  

 整備総数 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

 定員総数 29 床 29 床 29 床 29 床 

地域密着型介護老人福祉施設 

 
新規整備数 

 
新規整備見込み無し 

  

 整備総数 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 

 定員総数 68 床 68 床 68 床 68 床 

小規模多機能型居宅介護（看護小規模多機能型居宅介護含む） 

 新規整備数 
 － － 1 箇所 

 － － 25 人 

 整備総数 3 箇所 3 箇所 3 箇所 4 箇所 

 定員総数 75 人 75 人 75 人 100 人 
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１ 夜間対応型訪問介護 

夜間，定期的な巡回訪問や通報を受けて，居宅で要介護者がホームヘルパー（訪

問介護員）により行われる入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話等を

受けることができるサービスです。 

このサービスは，オペレーションシステムの導入など，初期投資を必要とする都

市型サービスであり，人口規模や必要量の見込みから事業所の参入がなく第６期計

画期間の必要量等は見込んでいません。 

 

 

２ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の要介護者が，老人デイケアセンター等を利用して，入浴・排泄・食事等

の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けることができるサービスです。 

本市においては，通所型のサービス事業所は多数あり，事業所の参入もないこと

から第６期計画期間の必要量等は見込んでいません。 

 

 

３ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

要介護者の様態や希望に応じてサービス拠点への「通い」を中心に，随時「訪問」

や「泊まり」を組み合わせて，入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世

話や機能訓練を受けることができるサービスです。 

新規整備を１箇所 25 名分で見込んでいます。 

 

小規模多機能型居宅介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 888 1,116 1,380 

給付費 （千  円） 185,668  233,645  289,276  

 

 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 180  204  288  

給付費 （千  円） 8,323  8,906  13,411  
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４ 認知症対応型共同生活介護 

認知症の要介護者等が共同で生活できる場で，食事・入浴などの介護や機能訓練

を受けることができるサービスです。新規整備を 2箇所 36名分で見込んでいます。 
 

認知症対応型共同生活介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 1,752 1,904  2,040  

給付費 （千  円） 417,180  436,610  486,261  

 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 12  12  12  

給付費 （千  円） 6,865  6,852  6,852  

 

 

 

５ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の有料老人ホーム等に入居している利用者が，排せつ・食事等の

介護，その他の日常生活上の世話や機能訓練，療養上の世話を受けることができる

サービスです。 
 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 348  348  348  

給付費 （千  円） 68,634  68,501  68,501  
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６ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員 29 人以下の介護老人福祉施設に入所している利用者が，入浴・排せつ・食

事などの介護やその他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話

などを受けることができるサービスです。 

 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 816  816  816  

給付費 （千  円） 211,395  210,986  210,986  

 

 

７ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて，訪問介護と訪問看護が一体的，または密接に連携しながら，

短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

     平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年） 72  72  108  

給付費 （千  円） 8,150  8,333  12,469  

 

８ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など，複数の居宅サービスや地域密着型サー

ビスを組み合わせて提供するサービスです。本市にはこのサービス事業所は現在あ

りませんが，本計画期間中の小規模多機能型居宅介護の新規整備には，このサービ

スの整備も含めています。 
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９ 地域密着型通所介護 

定員数 18 人以下の小規模デイサービス（入浴・排せつ・食事などの介護，その

他の日常生活の世話や機能訓練を行うサービス）が地域密着型通所介護（仮称）に

転換されます。 

 

通所介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

サービス必要量 （回数/年）   19,776.0  21,170.4  

利用者数 （人数/年）   1,608  1,656  

給付費 （千  円）   154,064  164,091  

 

介護予防通所介護 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 （人数/年）   516 240 

給付費 （千  円）   17,855  8,805  
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第６章 地域支援事業の見込み 

 

地域支援事業とは，高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに，要介護状態

等となった場合においても，可能な限り，地域において自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援するためのサービスを提供するものです。 

なお，新しい介護予防・日常生活支援総合事業（以下，「新しい総合事業」という。）の

開始前と開始後で，実施内容が大きく異なります。 

 

１ 新しい総合事業について 

新しい総合事業は，予防給付のうち訪問介護，通所介護について，市町村が地域の実

情に応じた取り組みができる地域支援事業に移行し，既存の介護事業所によるサービス

に加えて，ＮＰＯ，民間企業，ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を

支援する事業です。 

 

２ 新しい総合事業の実施時期 

新しい総合事業の実施については，平成 27年 4月 1 日施行となっていますが，円滑

な移行のための準備期間が必要なこと等を踏まえ，市町村において条例を定める場合に

は，その実施を平成 29 年 4月 1 日まで猶予することが認められています。 

実施にあたっては，高齢者の多様なニーズ対応し，また，地域における均一なサービ

ス提供体制を構築していくため，介護事業所やＮＰＯなど多様な提供体制による受け皿

を確保していくとともに，住民主体による生活支援サービスの充実を図り，高齢者の社

会参加を推進していく必要があります。 

このようなことから，本市では十分な準備・移行期間を設け，平成 29 年 4月 1日の

事業開始を予定しております。 

 

３ 地域支援事業の費用の見込み 

平成 27 年度から平成 28 年度までの地域支援事業は，第５期介護保険事業計画と同じ

く介護予防事業，包括的支援事業及び任意事業で構成しています。 

また，平成 29 年度から実施する「新しい総合事業」は，これまで全国一律の予防給

付として提供されていた訪問介護（ホームヘルプ）・通所介護（デイサービス）を，市

町村が取り組む地域支援事業に段階的に移行し，多様なサービスを提供できるようにす

るものです。要支援者，介護予防・生活支援サービス事業対象者（基本チェックリスト

を用いた簡易な形で要支援者に相当する状態等と判断された者）を対象とした「介護予

防・生活支援サービス事業」と，全ての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」があ

ります。 
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【地域支援事業の費用の見込み】                    （円） 

区分 平成27年度 平成28年度 平成 29年度 

介
護
予
防
事
業 

二次予防事業 3，972，000 2，486，000 - 

一次予防事業 24，172，000 24，225，000 - 

新しい総合事業 - - 96,664,000 

介護予防事業費用額 28，144，000 26，711，000 96,664,000 

包
括
的
支
援
事
業 

介護予防ケアマネジメント事業 3，526，000 3，530，000 0 

総合相談・権利擁護事業 8，057，000 6，963，000 6,963,000 

包括的・継続的マネジメント支援事業 3，251，000 3，251，000 3,251,000 

在宅医療・介護連携の推進 0 51，000 51,000 

生活支援サービスの体制整備 0 2，000，000 2,000,000 

認知症施策の推進 0 3，000，000 3,000,000 

包括的支援事業費用額 14，834，000 18，795，000 15,265,000 

任
意
事
業 

介護給付等費用適正化事業 1，954，000 1，954，000 1,954,000 

家族介護教室 49，000 49，000 49,000 

介護用品支給事業費 2，487，000 2，487，00 2,487,000 

地域自立生活支援事業費 52，204，000 54，000，000 55,000,000 

住宅改修支援事業費 50，000 50，000 50,000 

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 1，996，000 1，996，000 1,996,000 

老人福祉車購入費助成事業費 800，000 800，000 800,000 

成年後見制度利用支援事業費 496，000 496，000 496,000 

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 12，250，000 12，000，000 12,000,000 

任意事業費用額 72，286，000 73，832，000 74,832,000 

地域支援事業費用額合計 115，264，000 119，338，000 186,761,000 

※「在宅医療・介護連携の推進」，」「生活支援サービスの体制整備」，「認知症施策の推進」は，制度改正により介護保険法

の包括的支援事業に位置づけられました。可能な市町村から取り組み，平成30年4月までにはすべての市町村で実施

されることになっていますが，本市では，平成28年４月からこれらの事業を実施することにしています。 
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第７章 第１号被保険者の介護保険料の設定 

 

 

１ 第６期介護保険料の算定 

第１号被保険者の負担相当額は，償還払いによるサービス費を含めた総給付費に

特定入所者介護サービス費，高額介護サービス費，高額医療合算介護サービス費，

算定対象審査支払手数料を加えた標準給付費と地域支援事業費の総額に第１号被保

険者負担割合29を乗じて算定されます。 

 

[第１号被保険者の負担相当額] 

（標準給付費＋地域支援事業費）× 22％（第１号被保険者負担割合） 

 

(1) 標準給付費の見込み 

第６期の３ヶ年に要する標準給付費は，介護保険制度改正による一定以上所得

者の利用者負担の見直し，補足給付の見直し等及び介護報酬のマイナス改定を考

慮して次のとおり見込みます。 

第６期期間中の標準給付費見込額は，約 136 億 2,700 万円で，第５期計画策定

時の見込額と比較して，約 7 億 6,300 万円の増となっています。 

(円) 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

総給付費 4,148,134,261 4,252,711,069 4,368,280,492 12,769,125,822 

特定入所者介護サービ

ス費等給付額 
180,701,117 166,892,176 164,749,926 512,343,219 

高額介護サービス費等

給付額 
96,963,000 98,902,000 100,880,000 296,745,000 

高額医療合算介護サー

ビス費等給付額 
11,781,000 11,804,000 11,922,000 35,507,000 

算定対象審査支払手数

料 
4,466,000 4,543,000 4,389,000 13,398,000 

標準給付費見込額 4,442,045,378 4,534,852,245 4,650,221,418 13,627,119,041 

                                      
29 第 1 号被保険者負担割合：介護保険制度の費用負担は，介護サービスの 1 割（2 割）を利用者が負担し，残りの

費用を 65 歳以上の第 1 号被保険者，40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者，国・県・市及び国の調整交付

金で負担する仕組みになっています。第 6 期における被保険者の負担割合は，第 1 号被保険者が 22%（第 5

期は 21%），第 2 号被保険者が 28%（第 5 期は 29%）となります。 
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(2) 地域支援事業費の見込み 

地域支援事業費は，介護予防事業，包括的支援事業及び任意事業で構成されま

すが，平成 29 年度は，予防給付で提供していた訪問介護，通所介護を新たな地

域支援事業費として見込みます。 

(円) 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

地域支援事業費見込額 115，264，000 11１１9，338，000 186,761,000 421,363,000 

 

 

(3) 第１号被保険者の負担相当額の見込み 

標準給付費見込額及び地域支援事業費見込額に第１号被保険者負担割合を乗じ

て第６期期間中の保険料算定の基礎となる第 1号被保険者負担分を次のとおり見

込みます。 

(円) 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

標準給付費見込額 4,442,045,378 4,534,852,245 4,650,221,418 13,627,119,041 

地域支援事業費見込額 115,264,000 119,338,000 186,761,000 421,363,000 

第 1 号被保険者負担分

相当額（22%） 
1,002,608,063 1,023,921,854 1,064,136,132 3,090,666,049 

 

 

２ 第６期介護保険料の所得段階区分 

第１号被保険者の介護保険料は，所得金額等に応じて段階ごとに区分されています。

標準的な段階は国が定めていますが，第６期においては，所得水準に応じてきめ細や

かな保険料の設定を行う観点から，国の政令が改正され，これまでの標準６段階から

標準９段階に見直されることになりました。所得段階ごとの保険料の額は，基準とな

る保険料額に一定の率を乗じて算定されます。 

市の第６期における段階区分は，国の標準段階どおり９段階とし，段階ごとの所得

基準額についても原則国の標準どおりとします。 

また，第６期からは，低所得者の保険料を軽減するため，公費を投入する仕組みが

設けられます。 
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 第１号被保険者の所得段階区分と保険料率 

区分 対象者 乗率 

第１段階 

※１ 

生活保護受給者または，老齢福祉年金受給者で 

世帯全員が市町村民税非課税 

世帯全員が市町村民税非課税で，合計所得金額＋課税 

年金収入額が 80 万円以下 

0.45 

（0.50） 

第２段階 

※２ 

世帯全員が市町村民税非課税で，合計所得金額＋課税 

年金収入額が 120 万円以下 

0.70 

（0.75） 

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税で，上記以外 0.75 

第４段階 
本人が市町村民税非課税で，合計所得金額＋課税年金収

入額が 80 万円以下 
0.90 

第５段階 本人が市町村民税非課税で，上記以外（基準） 1.00 

第６段階 
本人が市町村民税課税で，合計所得金額が 120 万円 

未満 
1.20 

第７段階 
本人が市町村民税課税で，合計所得金額が 190 万円 

未満 
1.30 

第８段階 
本人が市町村民税課税で，合計所得金額が 290 万円 

未満 
1.50 

第９段階 
本人が市町村民税課税で，合計所得金額が 290 万円 

以上 
1.70 

   

※1 第１段階の保険料には，公費の投入されることになっていることから，軽

減後の保険料率は「0.45」となります。なお，今後の国の動向において，他

段階に対しても軽減措置が講じられる場合は，その措置に準拠する予定です。 

  ※2 第２段階の乗率は，第５期における乗率との均衡を図るため，国の標準乗

率（0.75）から 0.05 引き下げて「0.70」とします。 
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３ 第６期介護保険料の設定 

第６期介護保険料の基準額は，標準給付費，地域支援事業費，第１号被保険者の

負担割合及び所得段階区分に基づき算定した結果，5,254 円程度になると見込まれ

ます。 

給付費等の上昇に伴い，介護保険料の水準も上がることになりますが，保険料の

上昇を抑制するため，介護給付費準備基金 9,000 万円を取り崩し，それを保険料に

充てることで，最終的な第６期介護保険料基準額を次のとおり設定しました。 

 

第６期介護保険料基準額  ５，０７０円（５期より６８９円の増） 

 

第６期第１号被保険者の保険料  

区分 保険料率 
保険料 

月額 年額 

第１段階 基準額×0.45 2,282 円 27,300 円 

第２段階 基準額×0.70 3,549 円 42,500 円 

第３段階 基準額×0.75 3,803 円 45,600 円 

第４段階 基準額×0.90 4,563 円 54,700 円 

第５段階 基準額 5,070 円 60,800 円 

第６段階 基準額×1.20 6,084 円 73,000 円 

第７段階 基準額×1.30 6,591 円 79,000 円 

第８段階 基準額×1.50 7,605 円 91,200 円 

第９段階 基準額×1.70 8,619 円 103,400 円 
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指宿市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第 1 条 指宿市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定するため，指宿市高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第 2 条 委員会の所掌事項は，次のとおりとする。 

⑴ 高齢者福祉計画に関すること。 

⑵ 介護保険事業計画に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，高齢者の福祉事業及び介護保険事業の推進に当たっての必要 

 な事項に関すること。 

 （組織） 

第 3 条 委員会は，委員 20 名以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる区分により市長が委嘱する。 

 ⑴ 保健医療関係団体代表者 

 ⑵ 福祉関係団体代表者 

⑶ 各種団体関係者 

⑷ 被保険者代表者 

 （任期） 

第 4 条 委員の任期は，委嘱の日から当該年度の３月 31 日までとする。ただし，補欠の委員の任

期は，前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第 5 条 委員会に会長及び副会長各１名を置き，委員の互選により選出する。 

２ 会長は，会務を総理し委員会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長にともに事故あるときは，年長委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第 6 条 委員会の会議（以下「会議」という。）は会長が招集し，その議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会長は，会議の運営に関し必要があると認めるときは，関係者に対し会議への出席を求め意見

を述べさせ，若しくは説明させ又は必要な資料の提出を求めることができる。 

４ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところによる。 

 （秘密の保持） 

第 7 条 委員は，職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第 8 条 委員会の庶務は，健康福祉部長寿介護課において処理する。 

 （その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成 23 年５月１日から施行する。 
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